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（司会） 皆様、こんにちは。第１４回東京都障

害者福祉交流セミナーにご来場いただき、ありが

とうございます。本日の司会を務めさせていただ

きます、東京都心身障害者福祉センター地域支援

課の小林でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 まず、本日のプログラムについてご案内させて

いただきます。 

 この後、主催者のあいさつに続きまして、障害

者と家族の生活と権利を守る都民連絡会の市橋博

事務局長より、「障害者の声と都民の理解で災害

につよいまちづくりを」という題で一般講演を賜

ります。講演後に１５分間の休憩に入ります。 

 その後、日本社会事業大学、大橋謙策学長より、

「住民と行政による新たな福祉の展開」という題

で基調講演を賜ります。 

 午後４時半ごろには終了いたしますので、よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、開会に先立ちまして、東京都心身障

害者福祉センター所長、入谷清美よりあいさつを

申し上げます。 

 入谷所長、よろしくお願いいたします。 

 

開会挨拶 

入谷清美（東京都心身障害者福祉センター所長） 

 

（入谷） 東京都心身障害者福祉センターの所長

をしております入谷でございます。 

 本日はご多用中のところ、このように多くの方

々にご参加をいただきまして、まことにありがと

うございます。心より御礼を申し上げます。 

 本セミナーは、心身障害者福祉センターの 大

のイベントでございまして、本年で１４回を迎え

ます。 

 本年は、３カ年の総合テーマでございます「障

害者の地域生活をすすめるために」の２年目に当

たります。平成１８年に障害者自立支援法が施行

されて以来、障害を持つ方が地域の中で生活をし

ていく、そのための社会基盤の整備というのが重

要かつ緊急の課題ということになってまいりまし

た。 

 障害者自立支援法につきましては、現行の法律

は見直しという方向性が示されているところでご

ざいますけれども、障害を持つ方が地域の中で暮

らしていけるという大きな潮流は今後も変わらな

いものであろうと考えております。 

 本セミナーの総合テーマの「障害者の地域生活

をすすめるために」という大きなテーマは、そう

いった流れの中で私どもで設定をしたものでござ

います。 

 ちなみに、１年目でございました昨年は、やは

り１２月に文京のシビックホールで開催をいたし

ました。昨年は「大都市東京での暮らし」という

ことに着目をした企画ということでいたしました。 

 基調講演として、東洋大学の北野先生から「都

民としてだれでも当たり前の暮らし 働き」とい

うことでお話をいただきました。また、続いて行

政庁からの報告ということで、世田谷区役所の方

からは、「働く喜び 世田谷区の取り組み」とい

うことで話をしていただいたというところでござ

いました。 

 ２年目のことしでございますけれども、本日は

大きなテーマとして「大都市における安心・安全

のネットワークの構築」というのを設定いたしま

した。障害者と災害ということに着目をした企画

となっております。 

 本日でございますけれども、まず一般講演とし

て障害者と家族の生活と権利を守る都民連絡会の

市橋事務局長よりお話を伺います。市橋事務局長

は阪神・淡路大震災発生の直後から現地へ赴かれ

まして、そこで障害者と災害の関係について、そ

の目でつぶさにごらんになっていらしたという方

でございます。そのような方から、現在の東京の

姿を分析していただいて、課題は何なのか、将来

のあるべき姿は何なのかについてご提言をいただ

きます。 

 続きまして、基調講演でございます。基調講演

は日本社会福祉事業大学の大橋謙策学長より「住

民と行政による新たな福祉の展開」ということで

お話をいただきます。 

 戦後、日本の障害者の自立生活を振り返りつつ

も、障害者と行政が互いに支え合ってつくってい

くという、これからのコミュニティづくりをご提

言をいただくということになってございます。 

 なお、来年でございますけれども、大分気の早

い話になってしまうのですけれども、来年は、「

誕生からのライフステージに沿った障害者の地域

生活支援」ということで開催をするということを

予定しておりますので、ことしに引き続いて、ま

た来年もご参加をいただければ大変幸いに存じま

す。 

 では、本日のセミナーが皆様のお役に立つこと

を祈念いたしまして、甚だ簡単ではございますが、

私のあいさつとさせていただきます。 
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 どうぞ 後までよろしくお願いをいたします。 

（拍手） 

（司会） 入谷所長、ありがとうございました。 

 舞台上を若干整理しますので、お時間をいただ

ければと思います。 

 それでは、これよりプログラムに沿って進めさ

せていただきます。 

 「障害者の声と都民の理解で災害につよいまち

づくりを」と題しまして、障害者と家族の生活と

権利を守る都民連絡会の市橋事務局長より一般講

演を賜りたいと思います。 

 本日の内容は、東京都の福祉のまちづくりの現

状や、阪神・淡路大震災の例などを挙げていただ

き、災害時の備えや地域の支援力をお話しいただ

きたいと思います。 

 市橋さんの略歴ですけれども、テキストをごら

んいただければと思います。表紙をめくって、ま

た青い紙が入っていると思います。３ページにな

ります。 

 見開きの４ページにあるシートのとおり、ご講

演の中で市橋さんご本人のお話があります。多く

の時間を市橋さんのお話に使っていただきたいと

思いますので、私からは、大変失礼かと思います

けれども略歴を割愛させていただきます。 

 それでは、市橋さん、よろしくお願いいたしま

す。 

 

一般講演 

「障害の声と都民の理解で災害につよいまちづく

りを」 

市橋 博（障害者と家族の生活と権利を守る都

民連絡会 事務局長） 

 

（市橋） ご紹介いただきました市橋でございま

す。 

 障害者と家族の生活と権利を守る都民連絡会と

いう障害者団体35団体で作っている連絡会の事務

局に勤めています。障害者の福祉制度などは厳し

い面があり、私たちは運動を進めています。まち

づくりに関しては、まだまだ足りないところは多

くありますが、この数年を見ても前進したところ

が多くあると言えると思います。 

 僕が障害者運動にかかわり始めた２０歳のころ、

今からちょうど４０年ぐらい前ですけれども、そ

のころに「地下鉄１２号線にエレベーターを付け

る会」というのがありました。実際のところ、僕

は地下鉄にエレベーターって本当につくのだろう

か、本当にできないのではというような気持ちで、

半信半疑にしながら、その会に加わっていました。

若い人たちとガヤガヤやるのが楽しくて、しかも、

その中には車いすのかわいい女の子もいたので、

その人を目当てに、その会に参加をしながら行き

ました。 

 だけども、その地下鉄１２号線――これが今の

大江戸線です。大江戸線というのはご存じのよう

に、全部の駅に地上からホームまでエレベーター

がつくようになっています。そういう意味では隔

世の感があります。しかし、このエレベーターは、

ガバッと一気についたわけではないわけです。僕

らはこの都営地下鉄１２号線と東京都交通局、あ

るいは、昔は営団地下鉄と言いましたけれど地下

鉄、あるいは国鉄、――今はＪＲと変わりました

けれど――そういうところへ何度も何度も要請を

繰り返し、また署名活動などをしました。また、

どんなに不便かを障害者の仲間や、あるいは市民

の人の心に啓蒙活動をしました。 

 僕らが一番力を入れたのは、もう一つは市民の

皆さんに理解を求めること、これも大切なことだ

と考えてやってきました。 

 エレベーターがついて便利になったのは障害者

やお年寄りはもちろんですけれども、一番便利に

なったのはベビーカーがついた若いパパやママで

はないかなと思います。休日になるとベビーカー

を引いた家族連れが本当に多く電車に乗り、ほほ

えましい姿を見せています。実は、僕も子どもが

３人いますけれども、僕の子どもは一番下の子も

２０歳になったのですけれども、子育てをしてい

たころは駅にエレベーターがなかったので、こん

な体の僕でも子どもを抱っこしてあの階段を上っ

たことを考えると、本当に便利になったのではな

いかなと思っています。 

 僕が言いたいのは、こうした若い人も、障害者

の運動でエレベーターがついたのだと。ただ黙っ

ていて鉄道会社や公営地下鉄の人たちがつけてく

れたのではない。障害者が署名活動をやったり、

要請活動をやってエレベーターがついたこと知っ

てほしいなと思います。 

 東京は「福祉のまちづくり推進計画」というの

をつくっています。そして、東京都としても、私

のような当事者も参加をして作成をし、声を活か

しながら一つ一つ進んでいます。そういう意味で

は東京都のまちづくり、当事者も参加をし、つく

ってきたことを覚えていただきたいと思います。 

 エレベーターと同じようにふえたのが、「だれ
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でもトイレ」ではないでしょうか。この都庁にも

各階に車いすトイレ、僕らは「だれでもトイレ」

と呼んでいますけれども、トイレが一つ以上は必

ずあります。今、どこの駅に行っても、あるいは

公園、そして、 近ふえたなと思うのは公共施設

だけではなく私的な施設、そこにも車いすトイレ、

僕らが言う「だれでもトイレ」というものができ

ています。 

 車いすの人たちが外出するときにトイレの問題

は一番大切な事柄です。私たちがふやす運動をし

てきました。また、車いすトイレを、オストミー

（人工肛門）のついた人、あるいは子どもを連れ

ておむつを替えなければいけない人、そういう人

でも使えるという意味で、「だれでもトイレ」と

いう名前に変わってきました。 

 しかし、問題点も出てきました。車いす利用す

る場合には、便器の正面かあるいは横に車いすを

つけます。あの人にも便利だろう、この人にも便

利だろうということで、いろいろなものを置いた

ために、肝心の車いすの人が使えないだれでもト

イレが多く見られるのも現状です。 

 レジュメと図が違うのだけれど、車いすの人は

あの便器の正面かあるいは横に車いすをつけます。

多くの場合、上にある洗面器とか、そういうのが

出っ張っているトイレというものも多く見られる

のです。手を洗う洗面器が飛び出ていて、正面の

赤い線より前に出ていると、車いすの人は正面に

車いすを置けないということになります。あるい

は、便器の横、そこら辺に何かがあるというよう

なトイレも非常に多いわけです。 

 僕は極端なことを言いますと、便所で手を洗え

なくてもどうにかなってしまう。汚い話でごめん

なさい。でも、肝心のトイレができなかったら車

いすトイレは何もならないのではないかなと思う

のです。私が言いたいことは、このようにいろい

ろ置く便所ではなくて、すっきりした、このよう

に正面の横の何もないような、そういうトイレを

心がけてほしいと思います。 

 なぜ、ここにそういう強調線をしたかと言うと、

私は、やはり使いやすいトイレ、車いすトイレだ

ったら、何のために、だれが使って、やるかとい

うこと、これを一番のポイントに置いていただき

たい。さっき言ったように、数々のご厚意で、手

を洗う洗面器が小さいよりか大きい方がいいだろ

うとか、そういうところが見られるのですけれど、

やはりトイレという重要なところで何がポイント

なのかということ押さえていただきたい。 

 僕はそれが非常にすごく残念だったと思うこと

は、例えば、ある繁華街の雑居ビルに車いすトイ

レができて、横にはすてきなイタリアンレストラ

ンができたのです。ここなら車いすトイレもある

し、車いすの人でもゆっくりワインを飲めるなと

いうことで、非常にうれしくなったのです。 

 ところが、その車いすの仲間は便器の前に車い

すを置いて、そしてトイレをする人だったのです

けれども、便器の後ろ側がわずか３０センチ短か

ったために車いすを置くことができないのです。

わずか３０センチというのは、そのビルの人にと

ってはいろいろ設計上のことで「３０センチぐら

い」ということだったのでしょう。ところが、障

害者にすれば、その３０センチが大きな問題にな

るわけです。 

 まちづくりを進める場合に何が肝要で、使う人

の立場に立つということを、まちづくりの点では、

もう一回みんなで考えていただきたいなと思って

いるわけです。 

 もう一つの問題としては、安全の問題がありま

す。特に安全性の問題では視覚障害者が駅のホー

ムから転落するという事故が多くあります。視力

障害者の人から言わせると、半分の人が駅のホー

ムから転落をしたり、一歩転落する前だったとい

う怖い目に遭った経験があります。視覚障害者の

仲間に言わすと、「駅ホームから転落しないと一

人前の視力障害者じゃないぞ」なんていう声まで

聞こえるほどです。 

 その中で、僕らは初めのうちは黄色い点字ブロ

ックを引く運動をしました。皆さんもお気づきで

すけれども、この運動によって、つい前、五、六

年ほど前は「電車が来ますから白線より後ろに下

がってください」と言っていたと思うのです。と

ころが今の駅のアナウンスは「黄色い線より後ろ

に下がってください」と。きょう、帰りに電車に

乗ったらもう一回確認をしてください。そういう

ふうになりました。 

 これも僕らの運動で、実は高田馬場駅で視覚障

害者の仲間が転落して、そして事故に遭い、裁判

もやりながら、点字ブロックを必要性を強調して、

今はどこの駅でも点字ブロックがつくようになり

ました。しかし、視覚障害者にとって点字ブロッ

クだけでは安全とは言えないのです。もっと安全

なものとして可動柵というものが今できました。 

 僕も、 近まで可動柵というのは、安全上の問

題から言ったら、一番は視覚障害者の問題かなと

いうような観点で運動を進めてきました。ところ
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が、つい３カ月ぐらい前、ご記憶の方もいるかも

しれませんけれども、東急線の多摩川駅で車いす

を押していた人がちょっと目を離した隙に車いす

が動き始めてホームから転落をしたという事故が

ありました。ご存じの方も多いと思います。確か

にホームというのは、水はけの問題で傾斜になっ

ているわけですね。 

 ですから、特に 近は慣れない方が、どうして

も年寄りが足が弱くなった場合に車いすに乗る。

乗る方も慣れていなければ押している方も慣れて

いない。「ちょっと手を離した隙に」ということ

はよくあるケースではないかなと思うのです。そ

れが、この可動柵があった場合には、何でもない

問題だったわけです。 

 そういう意味では、この可動柵をつけるという

ことは、だれか視覚障害者が落っこちないなんて

いう問題だけではなく、私たちみんなの問題にな

っているのではないかなと思っています。 

 そういう意味では、まちづくりの問題は進んだ

面もあり、また進んだ面につけ、もっともっとふ

やすときに、ポイント、ポイントをみんなで考え

ていく。あるいは安全の問題なんかをみんなで考

えようということ、そういうことが重要になって

くるのではないかなと思います。 

 次に、災害の問題に移りたいと思います。 

 １９９５年１月１７日、阪神・淡路大震災が起

きたことは皆さんご存じだと思います。その後も

新潟あたりで幾つかの大震災がありました。でも、

私はきょうは東京に暮らす者として、大都市で起

きた阪神・淡路大震災の問題を一つの教訓として

皆さんと一緒に考えてみたいと思います。 

 私も阪神・淡路大震災が１月１７日起きた後、

仲間が行ったので、もうちょっと後、２月１２日

ぐらいに１回現地に行かせていただきました。本

当に、街の瓦が落っこち、道がグネグネになって

いたこと。実は、神戸という街は、それまで９５

年当時も東京より福祉のまちづくりというのは進

んでいたのです。例えば、神戸の市営地下鉄は、

ほとんどの地下鉄に点字ブロックがあり、あるい

は駅も、ほとんどエレベーターがついていた状態

だったのです。その街がこうなったのかというこ

とで、僕は、悪い言葉かもしれませんけれど、興

味を持って現地に入りました。 

 これは、高速道路の橋桁ですけれども、このよ

うに崩れています。これがいち早く復興したとい

う力は、さすが強いなと思っています。 

 僕は東京の連絡会ですけれど、兵庫の連絡会の

事務所の近くの神社です。このようになっている

ところです。 

 横浜と同じように神戸も中華街があります。規

模は横浜より小さいですけれど、ご存じの方も多

いと思うし、今もこうしてやっています。実は、

僕もここへ行ったのです。そしたら震災から１カ

月も経っていないのに、ここが営業を始めていま

した。すごく安かったです。肉まんが２個で１０

０円、ラーメン１杯が１００円というので食べさ

せてくれました。僕は震災を受けたのではなくて、

よそから来たので、「食べていいですか」と僕が

聞いたら、「どうぞどうぞ」ということでラーメ

ンと肉まんをごちそうになりました。そんなとこ

ろは、地域の人たちの本当に温かい交流だったの

ではないかなと思っています。 

 短い時間なので、この震災に関して僕は障害別

と時系列別に問題を整理をして、皆さんに提起を

していきたいと思います。 

 この分け方が本当に正しいかどうかは、僕が考

えたものですのでわかりません。ただ、皆さんに、

今後、震災問題を考える入り口としてはわかって

いただけるのではないかなと思って考えてみまし

た。 

 それと同時に、先ほど、きょうの主催者である

東京都心身障害者福祉センターが、実は阪神大震

災が起きてからすぐの１９９８年に障害者震災対

策検討委員会というのをつくりました。僕も自己

紹介の中で書いてありますが、委員に参加させて

頂きました。これは非常に斬新的と僕は思ってい

ます。いろいろな障害者が集まって障害者の問題

を１年ちょっとかけて話し合いました。さまざま

な問題が出されました。そして、一冊の報告書（

「災害弱者防災行動マニュアルへの提言」～障害

者およびその家族などのために～）としてまとめ

ました。 

 残念なのは、その報告書を多く普及するのでは

なくて、その報告書を見て各区市町村がもう一回

討議をして、自分らの街ではどういうことが必要

かということを考えてほしいという問題提起をし

ました。幾つかの区や市でそういう報告書を出し、

進んだ区では、それを書きかえ、書きかえ、２回、

３回とやっていますけれども、まだ障害者の防災

マニュアルとして確立している段階ではないとい

うことは残念なところがあります。 

 そこを、ぜひつくっていただきたいと思うし、

そういうところを単に行政だけが考えるのではな

くて、市民も入れた、障害当事者も入れた立場で
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考え直す必要があるのではないかと思うわけです。 

 そして、僕はその必要性から、障害者震災対策

検討委員会で出たいろいろな問題点を幾つか提起

をし、皆さんも考えていただきたいと思います。 

 初めに肢体障害者ですけれども、皆さんわかる

ように、肢体障害者の場合には行動の自由が奪わ

れる。道がグニャグニャになり、車いすが使えな

い。本当に、神戸に行ったときに一番の印象がそ

れでした。まだ９５年時代は電動車いすがそう多

くなかったのですけれど、今日のように電動車い

すがふえたら、これが非常に問題点が多いという

ことは言えると思います。あとは、日常的に使っ

ているエレベーターが止まってしまう。特に障害

者でも高層階に住んでいる人などから、逃げると

きにどういうことになるのかということです。 

 あと、神戸の仲間から聞いたのは、トイレが使

えなくなった。先ほど言った車いすトイレも使え

ずに非常に困ったということがありました。 

 あとは、障害者自身、やはり自分の生活の環境

を自分でつくって、どうにか生活しているという

ことが多いわけです。それは皆さんもご存じかと

思います。 

 例えば、僕が困るのは、僕が手が不自由なので、

机に物を置いて、両手を使えないので片手で食べ

るので、机か何かがなければご飯は食べられませ

ん。だけど、例えば避難所などで、紙のお椀で机

もなしに食べている様子がテレビなどに映った場

合に、僕は絶対に無理だなということを感じまし

た。 

 実は、さっき１００円でラーメンをごちそうに

なったということをお話ししまして、大変おいし

かったのですけれども、屋台で、机がなかったわ

けです。仲間に持ってもらってどうにか食べたわ

けですけれども、僕みたいな障害者でも、これが

毎日毎日続くようなところでは、どうなるのだろ

うなと。そういう場合に、早く慣れた生活環境に

戻すこと、これは非常に肢体障害者の場合に必要

ではないかなと思います。 

 視覚障害者の場合、視覚障害者の人たちから一

番多く出た声が行動範囲が極端に狭まってしまう

ということです。視覚障害者の場合に、慣れた情

報によって、例えば行き慣れたところは、あと何

歩で行けば、そこの角を曲がるとか、そういう情

報で自分たちが歩いているということを伺います

けれども、その辺が全然情報が伝わらない。もっ

と言ったら、避難所に行ってトイレの場所とか、

あるいは物の配給の場所がわからない。もちろん

周りの方の親切で、そういうことを教えてくれた

ケースが多かったとは言えますけれども、それが

十分いかなかったということがあります。 

 あとは情報の問題です。後で聴覚障害者の問題

もありますけれど、聴覚障害者も視覚障害者も情

報ということ、私たちは目と耳で情報を得ている

わけですけれども、特にこういう緊急時に情報を

入れる場合に、私たちがこうやって日常生活を送

ると徐々にそれがわかるところが、非常に視覚障

害者や聴覚障害者には情報が行き渡っていないと

いうことがあります。視覚障害者の場合、点字、

拡大文字、ラジオ、電話などを使っていち早く伝

えなければいけないし、また、それが十分に伝わ

っていたかどうかを確認をしながらしてほしかっ

たいうことを言われました。 

 このように、普通は通り慣れた道でも、瓦礫が

あって行かれなかったり、あるいは穴があいてい

たり、視覚障害者の人、あるいは車いすの人は非

常に不便を感じたということは言えます。 

 聴覚障害者の場合です。聴覚障害者の場合に一

番重要なのは情報の保障です。そして、僕は思う

のですけれども、阪神・淡路大震災そのほかの新

潟の問題も見たけれど、体育館の入り口などに張

り出しの紙があるので、それを見たらわかるので

はないかみたいなことを感じますけれども、情報

というものは目と耳と両方から入れないと正しい

情報は伝わらないということが改めて確認しなき

ゃいけないと思うのです。 

 阪神・淡路大震災と状況が変わっているのは、

例えば携帯電話によるメールというものが発達し

たので、そのメールでやりとりが活発に行われた

らなということはありますけれども、ただ、携帯

電話の通信というものは、お正月でさえ通話が不

可能になるから、緊急時で言えば混んでしまって

使えないような体制になっているわけで、この阪

神・淡路大震災の当時も、ある程度携帯電話はあ

ったけれど、役に立たなかったということはあり

ます。 

 そして何よりも、ここで力になったのが手話通

訳です。実は阪神・淡路大震災では東京からも何

人か、複数どころではない１０人を超えるような

手話通訳が現地に入って対策をやったということ

が言えます。 

 そして、そういう意味では、避難所の指示や掲

示を明確にしてほしいという要望も出されていま

した。 

 内部障害者の場合ですけれども、一番の要求は
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薬の確保です。また、例えば酸素吸入器、あるい

は心臓のペースメーカーなどを使っている方に機

器の確保ということを非常に強調されていました。

また、腎臓病患者の方で言えば、透析患者のため

に水の確保が非常に重要だということ。これも、

きれいな蒸留水でないといけないということで、

これは阪神・淡路大震災の場合でも、私たちは非

常に蒸留水の確保には力を入れたことを覚えてい

ます。 

 知的障害者、精神障害者、これも９８年の委員

会当時で、十分話し合われたということは言い切

りにくいのですけれども、例えば環境の変化の対

応に、私たちでさえ環境の変化はかなり大変です

けれども、やはり知的障害者、精神障害者に対す

る環境の変化に対する知識というもの、あるいは

できるだけいつもの環境を確保する、そういう配

慮が必要ではないかと言われました。あるいは精

神障害者の場合には、先ほどの内部障害者と同じ

ように薬の確保ということがすごく必要かなと思

います。 

 あとは、時間を追ってということで、もう一回

考えてみたいと思います。 

 地震発生直後の問題です。一つは避難所確保の

問題です。今、東京都でも避難所というものを、

近くの避難所というところを提起をさせて確保し

ますけれど、実際にそこへ障害者が行けるのかど

うかということは、もう一回みんなで考える必要

があると思うのです。 

 もう一つは、安否の確認です。僕も言語障害者

ですが、僕の声は大きいので、みんなから「うる

さいな」と言われる人間ですけれども、声が出せ

ない障害者、聴覚障害者も含めて、こういう人た

ちが、例えば家とか駅に置かれた場合に、どうす

ればいいのかなというところ。これは重要な問題

で、協議会の中でもいろいろ考えました。いつも

笛を首にぶらさげればいいと言う話も出ましたけ

れども、震災のためにいつも笛を首にさげている

というのは、一時はいいわけですけれども、そう

はいかないのではないかなと思います。 

 それから二つ目、一日後の問題です。体育館で

の避難所の問題。この問題では、トイレが行けな

いようなさまざまな問題が生じてくるということ。

そういう意味では、自分が主張して救援物資のと

ころやトイレまでの位置などを考慮して、例えば

入り口のそばにしてほしいみたいなところを考え

てもらいたいなと思います。 

 そして僕らが非常に考えたことは、一次避難所

として一般の人たちと学校の体育館やなどは必要

ですけれども、二、三日後になったら二次避難所

として、例えば障害児学校とか、あるいは特別支

援学校とか障害者センターとか障害者の施設を活

用したことを設けてはいかがかなと思います。 

 そして１週間後、非常に僕らの問題なのは、病

院や施設などの対応が必要ではないかなと思いま

す。実際に阪神・淡路大震災で重症障害者の人が、

いわば震災のときには命は助かったのですけれど

も、長い避難生活の中で病気になり、亡くなった

というケースが幾つも起こりました。そういう意

味では、その問題が大きいのではないかなと思い

ます。 

 そして１カ月後、仮設住宅へ移ってからも、

近、僕は新潟の例を見ると、仮設住宅でも大分バ

リアフリーのところができたのですけれども、バ

リアフリーの問題を仮設住宅でも考えてもらいた

いなと思っています。 

 これが避難所です。こういう避難所に長い期間

いる場合、入り口やなどの問題で障害者がどこに

いるか配慮してもらいたいということがありまし

た。 

 ここで、東京の特殊性を考えたいと思います。

東京は地方や外国から来た人が多いということが

一つで、その人たちが避難をするのにどうしたら

いいか。単に東京都民のことを考えればいいとい

うところではないのではないかと思うのです。 

 二つ目に、東京は電車で帰るのに１時間から２

時間かかる人も多い。この中にもいらっしゃると

思うのです。帰宅対策というのは非常に大変。僕

の家は調布ですけれど、いざ地震が起きたら家ま

でどうやって歩いて帰るのかなということ。これ

は、ここで、新宿でこうやって過ごして、そして

帰るというところの対策をとってもらわないと、

全員が帰れるわけではないということ。この問題

も非常に肝要です。 

 三つ目、社会資源の活用です。東京にはホテル

がいっぱいあります。例えばこのホテルなどを避

難所として残ったら使えないかなということです。

実は、阪神・淡路大震災のときに僕が耳に挟んだ

ところでは、大阪のホテルでは１泊６万円のホテ

ルができたそうです。この期に及んで儲けようと

するのか。自分のホテルを本当に社会資源として

活用をできるのか。例えば、横浜などで地震が起

こった場合に、東京のホテルが、きちんとその辺

の提供ができるようになるのか。これは社会性の

問題ではないかなと思うのです。 
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 そういう意味から、行政的ニーズで二つだけ問

題提起をします。一つは障害者がどこにいるのか、

安否の確認のため障害者を登録しようよというこ

とが議論になっています。ですけれども、プライ

バシーの問題とどうかかわるのかという問題です。

これは僕自身の意見を言います。障害があること

が本当に恥ずかしいことではなくて、社会の一員

として参加できるような地域をつくっていくとい

うこと、これは安否確認の登録の面では非常に重

要なことではないでしょうか。 

 さっきのエレベーターの問題で言えば、若いお

父さん、お母さんが、隣に障害者がいるところ、

それと交流ができるような社会ということが重要

ではないかと思うのです。そして学校、福祉施設

の耐震工事、これはぜひ急務として急いでやって

いただきたいと思います。 

 そういう意味では、つたない話でしたけれども、

まちづくりでも、そして震災の場合でも、地域に

広がってこの東京の街をつくること、特に福祉の

視点を持ってまちづくりをつくるということは、

一部の人の問題ではなくて、みんなの問題だとい

うことを僕は言いたくて、きょうお話ししました。 

 そういう意味では、震災は過剰に恐れず、怖が

らず、今できることは何か対策を冷静にとり、そ

して一番必要なことは、地域の人たちが自分の街

を見詰め直し、地域のまちづくりを確認し、一緒

に地域をつくることではないかなと思います。 

 これで終わりたいと思います。どうもありがと

うございました。 

（拍手） 

（司会） 市橋さん、ありがとうございました。 

 東京都の福祉のまちづくり推進協議会の委員と

して携わられた実践部分や災害時の時間の経過と

ともに浮き彫りになる課題など、市橋さんの活動

そのものに裏打ちされた具体性のあるお話でした。 

 また、熱い語り口で皆さんの心の中に伝わった

と思っております。 

 それでは、ただいまから休憩をとりたいと思い

ます。若干時間が押しておりますので、ただいま

から十一、二分の休憩をとりたいと思います。 

 ２時３５分まで休憩をとり、大橋先生の基調講

演を再開したいと思います。 

 トイレは受付側の出口を出られまして右手側に

もございますほか、反対側のドアを開けまして、

ドアを出られた通路の奥側にもありますのでご利

用ください。 

 ２時３５分から再開いたしますので、休憩とさ

せていただきます。 

（午後２時２５分 休憩） 

（午後２時３７分 再開） 

（司会） よろしいでしょうか。 

 それでは、ただいまから「住民と行政による新

たな福祉の展開～障害者の地域自立生活支援を目

指して～」と題しまして、日本社会事業大学、大

橋謙策学長から基調講演をいただきます。ご講演

に先立ち、大橋先生の略歴をご紹介いたします。 

 お手元の資料の２１ページをおあけいただけれ

ばと思います。 

 大橋先生は、昭和４８年に東京大学の博士課程

を修められ、日本社会事業大学の教鞭をとられて

おります。 

 昭和５９年に教授になられ、平成１０年からは

社会福祉学部長、平成１７年に現在の職でありま

す学長のご就任となっております。 

 また、各種委員会等でのご活躍もされておりま

す。日本学術会議会員、特に社会福祉・社会保障

研究連絡委員会では委員長を務められております。

日本地域福祉学会の会長も２期ご歴任されており

ます。 

 それでは、大橋先生、よろしくお願いいたしま

す。 

 

基調講演 

「住民と行政による新たな福祉の展開～障害者の

地域自立生活支援をめざして～」 

大橋謙策（日本社会事業大学 学長） 

 

（大橋） こんにちは。ただいまご紹介いただき

ました、社会事業大学の大橋でございます。 

 今日は、多分福祉関係者がたくさんいらっしゃ

るのかと思いますが、社会事業大学の学生等が実

習や就職でお世話になっているかと思います。こ

の場をお借りしまして、心から厚く御礼を申し上

げます。本当にありがとうございます。 

 今日は、全体のテーマが「障害者の地域生活を

すすめるために大都市における安心・安全ネット

ワークの構築」ということで、主に災害との関係

を意識されたようでございますが、きょうの私の

レジュメは、皆さんのお手元の資料の２２ページ

に書いてございますけれども、「住民と行政によ

る新たな福祉の展開」ということで、その視点か

ら、障害を持っている方々の地域自立生活がどう

あったらいいのか、とりわけ、 も端的に厳しい

問題が出てくる災害、あるいは災害後の対応とい
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うようなことについて話をさせていただきたいと

思っているところでございます。 

 皆さんのお手元の資料の 後の方に、実は昨年

の３月３１日に出ました研究会での資料が入って

いるかと思います。４８ページに、「地域におけ

る新たな支え合いを求めて 住民と行政の協働に

よる新しい福祉」というのがあります。 

 この全文は厚生労働省のホームページ等で検索

をしていただければ載っておりますので、見てい

ただければと思うのですが、この研究会の座長を

務めさせていただきました。その際に、私がどん

なことを考えながら座長として取りまとめたのか

というようなことを中心に今日は話をさせていた

だければと思っているところでございます。 

 今日は、大きく四つの柱で話をしたいと思いま

す。一つ目は、戦後社会福祉の展開における誤謬

でございます。どうも、私どもは戦後、社会福祉

の制度設計を間違えたのではないか。その間違っ

た制度設計の延長上にいろいろ社会福祉のあり方

を考えても、やや無理がありはしないか。２１世

紀に入って、もう一度制度設計の思想等を見直す

必要があるのではないかということを述べてみた

いということが１点でございます。 

 二つ目には、「自立」論というのがどれだけ論

議をされてきたのだろうかということで触れてみ

たいと思っています。 

 三番目に、今の報告書は何をねらったのかとい

うことでございます。 

 後に、災害時支援におけるソーシャルワーク

機能と障害者の地域自立支援ということでござい

まして、私も昨年１２月に震災がありました中国

の四川にも行ってまいりました。 

 今、アジアの国々は災害とソーシャルワークと

いうことが非常に大きな関心事になっております。

どうも日本の災害対応における社会福祉分野の対

応というのは、必ずしも十分ではないのではない

か。１１月３日にも私どもの大学で「災害とソー

シャルワーク」というテーマで国際セミナーをや

りましたけれども、アジアの国々から来ていただ

きました。その際にも痛感したことですけれども、

従来の福祉分野における災害対応というもののあ

り方を少し考えてみる必要がありはしないか。こ

んな思いで今日は話をさせていただきたいという

ことでございます。 

 まず 初に、戦後社会福祉の展開における誤謬

ということでございます。私の大学は社会事業大

学でございまして、学校形態としましては昭和２

１年の開学ですが、そもそもは昭和３年から始ま

るわけでございます。 

 昭和３年に社会事業研究生制度というのが定め

られ、これは大正１４年に勅令でつくられた社会

事業主事制度があるわけですが、その社会事業主

事制度の人材であります社会事業主事をどう養成

するかということで、当時の東京帝国大学だとか、

そういう旧帝国大学の修了者を１年間訓練をして

全国の道府県に派遣をするという社会事業主事が

２５５名、社会事業主事補が６５０名の定員枠で

始まるわけで、その養成がそもそもの始まりでご

ざいます。 

 その「社会事業主事」という言葉は、戦後形を

変えて「社会福祉主事」というふうになり、今日

まで続いているわけですが、実は、その昭和３年

に始まる社会事業主事の研究生制度の下で、どう

いう思想的なバックボーンがあったかということ

でございます。 

 昨年の１０月に全国社会福祉協議会は１００周

年記念をいたしました。明治４１年（１９０８年

）に中央慈善協会がつくられ、渋沢栄一が初代の

会長でございます。その渋沢栄一が会長になりま

した中央慈善協会以降、どういう言葉が、社会の

制度としての救済として使われてきたかと言いま

すと、「慈善救済社会事業」、「厚生事業」、そ

して戦後が「社会福祉事業」なわけでございます。 

 原書だけ見る人は、何か社会福祉というのは社

会事業を発展させたものだというふうにとらえて

いるかもしれませんが、私は非常に大きな誤りを

したというふうに考えているわけでございます。 

 「社会事業」というのは、大体大正７、８年か

ら昭和１５年ぐらいの間に使われる用語でござい

ますけれども、その社会事業は、「消極的社会事

業」と「積極的社会事業」という二つの側面を持

っているわけでございます。戦後の社会福祉とい

うのは、この戦前社会事業の消極的側面だけを継

承しているわけでして、積極的社会事業という側

面を継承してこなかった、ある意味では、できな

かったというところに一つ大きな問題があるわけ

でございます。 

 消極的社会事業というのは、まさに物質的な援

助、現物給付を行うという救済の仕方でございま

す。それに対して積極的社会事業というのは何か

と言いますと、これも二つの側面がございまして、

一つは、さまざまな生活問題を抱え人生に希望を

失い、打ちひしがれている人たちを救うためには、

その人たち自身の主体性をもう一度確立すること
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だ、主体性の確立であると。その人に寄り添い、

その人の生きる意欲を励まし、人生を再設計して

いく、その主体性を確立することこそが社会事業

の真髄であり、積極的社会事業であるわけです。 

 今日の民生委員の前身でございます方面委員を

林市蔵知事（大阪府知事）と一緒につくった小河

滋次郎が、「救済の精神は精神の救済である。物

を提供することではない」とういうふうに述べて

いるわけでございます。これはイギリスのウィリ

アム・ゴドウィンの影響も受けて、積極的社会事

業の重要性と言っております。 

 もう一つ積極的社会事業の側面は何かと言いま

すと、いくら本人が「頑張ろう」、「もう一度や

り直そう」と思ってみても、その頑張りや意欲を

壊してしまうほど社会の差別、偏見がある。ある

いは社会の制度の不備がある。この社会の制度の

不備を改善し、社会を改良する、差別・偏見をな

くしていく社会活動、今で言うならば「ソーシャ

ルアクション」というのも積極的社会事業の大変

重要な側面であるというふうに述べているわけで

す。 

 この考え方は、海野幸徳だとか、いろんな人が

同じようなことを言っているわけでございますが、

何も日本だけではありませんで、ドイツのアリス

・ザロモンという人も実は言っているわけでござ

います。 

 現在、ベルリンにアリス・ザロモン大学という

のがありますが、その創設者はアリス・ザロモン

でございまして、当初、１９０８年にベルリンに

ベルリン女子社会事業学校を創設するわけでござ

います。そのベルリン女子社会事業学校の創設者

のアリス・ザロモンも社会事業における消極的側

面と積極的側面とを言っているわけです。 

 社会事業大学とアリス・ザロモン大学は姉妹校

でございまして、昨年１００周年の記念にメッセ

ージを出したところでございます。改めて、積極

的社会事業の側面というものをきちんと位置づけ

ていく必要があるのではないか。 

 ドイツのケアワークなどの資格認定の内容を見

ていますと、日本以上に実は社会教育的な側面が

非常に強く入っているわけです。そういう意味で

は、日本の戦後が大変優れているというふうに思

いがちですが、果たしてそうだろうかということ

でございます。 

 では、なぜ積極的社会事業と消極的社会事業と

いう思想があり、それは戦前、東京で言うならば、

隣保館、市民館で非常に豊かな実践があったわけ

でございます。戦前、東京府のレベルにおいて約

２７０ぐらいの市民館、隣保館が公立・私立含め

てございましたけれども、大体この二つの側面を

やっていたわけでございます。決して消極的な社

会事業だけをやっていたわけではないわけでござ

います。 

 ところが戦後、積極的社会事業は事実上、厚生

省から奪われてまいります。これはＧＨＱとの関

係もありますし、戦前、文部省と内務省――後の

厚生省との権限論争もありますけれども、積極的

社会事業を文部省が持っていくわけでございます。 

 昭和２１年７月に「公民館の設置運営について

」という文部省事務次官通知が出ます。その中に、

この積極的社会事業の機能が持ち込まれていくわ

けでございます。これはＧＨＱの「公民教育」と

いう面での指示もあったということでございます。 

 結果的に戦後の社会福祉は、非常にある意味で

はゆがんだ形で始まってくるわけでございます。 

 しかも、それに輪をかけてＧＨＱの生活困窮者

生活援護対策は立て続けに出されますし、それを

補完するような形で憲法２５条なり憲法８９条と

いうのがあります。特に憲法８９条は「宗教や、

公の支配に属さない博愛、慈善、教育の事業に公

金を支出してはならない」という規定がつくられ

てまいります。こんな規定がつくられるのは世界

的に見ても日本だけではないでしょうか。非常に

ゆがんだ形で憲法８９条がつくられてまいります。 

 それは戦前、日本の神道に対する、いわば反省

もあったかもしれませんけれども、いずれにしろ

非常にゆがんでいるわけでございます。 

 そこでは、「福祉は物質的なサービスであり、

行政が責任を持つ」という考え方を非常に強く打

ち出してしまうわけでございます。 

 また、戦後１９５０年に社会保障制度審議会が

勧告をし、戦後、日本の社会保障制度設計が行わ

れます。これも大変ゆがんでしまったわけでござ

いまして、１９５０年の社会保障制度審議会の勧

告の内容は、実は、１９４２年のイギリスのベバ

リッジが出しました「社会保険及び関連サービス

について」と題するレポート（ベバリッジ報告）

の内容とほぼ同じでございます。 

 我々は、「ゆりかごから墓場までの福祉国家」

ということを中学校、高校等の教科書で習ってく

るわけですけれども、私はこれは大変間違ったな

というふうに思っているわけでございます。 

 ベバリッジは、三つのレポートを書いておりま

して、社会保険に関するレポート、それから雇用
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対策に関するレポート、そして３番目のレポート

が大変意味を持つのですが、１９４８年にボラン

タリー・アクションというレポート（社会進歩に

関する報告書）を書きます。ベバリッチは「国民

が望んでいる、安心した豊かな暮らしをつくって

いくためには、国が、政府が社会保険を中心とし

た社会保障制度設計をしなければならない」とい

うことをうたったわけです。それを日本は学んで

１９５０年に受け入れたわけでございます。 

 ところが、ベバリッジは１９４８年のレポート

で「住みやすい社会というのは行政だけではでき

ない。政府がいくら責任を持ってもやれない。行

政の責任を明確にしつつも、国民一人ひとりがボ

ランタリーアクション、活動しなければならない

」。国民に向かって、「あなたは社会に対して何

ができますか」ということを問うているわけでご

ざいます。この行政（社会保障や雇用対策）と国

民一人ひとりのボランティア活動というのが車の

両輪になっているのが大変強みでございます。 

 しかし、残念ながらその学び方を間違えました。

東京都がいち早く、１９６９年に「東京都におけ

るコミュニティケアの進展について」と題する社

会福祉審議会の答申を出します。これはイギリス

の１９６８年のシーボーム・レポートを受けて出

した答申でございまして、大変すばらしいのです

が、ここでも非常に大きな間違いをいたしました。

イギリスは１９６８年のシーボーム・レポートを

出したときに、それと対になっているのが１９６

９年のエイブス・レポートなのです。シーボーム

という地方自治体における社会サービスについて

まとめている委員会と、エイブスが委員長でまと

めたボランタリーワーカーズと呼ばれる委員会と

は対になっているわけでございます。 

 ですから、シーボーム・レポートを取り上げれ

ば、当然エイブス・レポートを取り上げなくては

いけないにもかかわらず、日本は全くというほど

取り上げませんでした。東京都社会福祉審議会も

取り上げていないわけでございます。 

 今までの金銭給付から、対人福祉サービスと呼

ばれるパーソナルソーシャルサービスを地域で提

供するためには、地方自治体の役割は非常に大き

い。したがって、「中央集権的なシステムから地

方分権化をしなくてはいけない」ということをう

たうわけです。これはシーボームでございます。 

 ところがシーボームは、「地域で暮らしていけ

るようにしていくためには、地方自治体の行政責

任だけでは十分ではない。近隣住民のボランティ

ア活動がすごく大事だ。ただし、それはエイブス

が委員長で別の委員会で論議をしているので、そ

ちらにゆだねる」ということを書いているわけで

ございます。エイビス・レポートの報告書の巻頭

に、シーボームが言葉を寄せているわけでござい

ます。 

 そういうことにもかかわらず、残念ながら、悪

気があったわけではないのでしょうけれども、行

政責任のところだけが出てまいります。 

 ベバリッジレポートで社会保障をつくったレポ

ートだけを学び、ボランタリーアクションを学ぶ

のを忘れてしまいました。地方自治体のパーソナ

ルソーシャルサービスという、今日で言う地域自

立生活支援を進める上で非常に重要なシステムで

あるコミュニティケア、日本で言えば在宅サービ

スを軸にした地域福祉、それを進めるのに行政の

責任だけではだめだ。住民自身は何ができるかと

いったものを常に考えていたにもかかわらず、そ

の住民の活動の部分は全く忘れ去られてしまった

わけでございます。 

 もっと古く遡れば、福祉を学んだ人はすぐ出て

くるのは、世界 初の貧困を救う救済制度はエリ

ザベス救貧法で、１６０１年につくられたという

わけでございます。 

 しかし、そこでも学び方を誤まりました。同じ

１６０１年Statute of Charitable Usesと呼ばれ

る、直訳すれば慈善信託法という法律でございま

す。 

 つまり、国民が自分の財産を、ボランティアの

精神に基づいて寄附したいというときには、王様

（国家）といえどもそれに税金をかけてはいけな

い。イギリスでは、このように１６０１年に既に

法律ができているわけです。 

 日本はひどくて、ＮＰＯ法人に寄附した人だっ

て税制上の優遇措置は何もありません。社団法人、

財団法人も昨年の１２月の法律改正で「寄付金に

ついて公益法人の場合には、所得控除を受けられ

る」と優遇措置が出ましたけれども非常に限定さ

れているわけです。あんなに使い勝手の悪いもの

はない。つまり、国民がいいことをやる、そのた

めに社会のために寄附しようというのだから税金

かけなくたっていいじゃないかと思うのですが、

為政者は税金がほしいわけでございます。日本は

全く寄附の文化ができ上がってきませんでした。 

 イギリスは１６０１年、エリザベス１世に対抗

して、国民が寄附したら、それには税金をかけて

はいけないという法律をつくっているわけでござ
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います。それほど住民のボランティア活動と、行

政の責任でやることとを緊張関係を持ってイギリ

スはずっと今日まで来ているということでござい

ます。 

 私が訪ねたジョンライアン財団といのは、何と

１５８７年につくられました。関が原の戦いの前

につくられている財団が今でも続いているわけで

す。今でも福祉・教育をやっているわけでござい

ます。 

 そういう、いわば民間財団の力強さというのが、

イギリスの社会の安定にどれほど大きな影響を持

っているかわからないわけでございます。その学

び方を残念ながら日本は十分にせずに誤まってし

まったというのが私の考え方でございます。 

 １９７０年ごろからずっとそういうことを気に

なってやってまいりましたけれど、ようやくこの

歳になって少し大胆に、戦後、社会福祉の制度設

計は誤りだったということを言えるような状況が

出てきたということでございます。 

 このような状況の中で、国民の大多数は「福祉

は行政がやるものである」、「福祉は、できれば

無料でやるものだ」、依拠するところは憲法２５

条でございます。 

 私は、朝日茂さんの「人間裁判」と呼ばれる朝

日訴訟にもずっとかかわってまいりましたけれど

も、憲法２５条の重要性は十分わかっております

し、戦いにも参加をしてまいりましたけれども、

しかし、なぜ憲法１３条というものを我々は意識

していないのか。その当時、１９７０年前に「憲

法１３条から解き起こすべきだ」と言ったときに、

弁護士も法学者もみんな、「憲法１３条は根拠に

ならない」というふうに随分指摘を受けました。

私も学生時代ですから偉そうなことはとても言え

ませんが、どう見ても２５条から解き起こすので

は十分ではないのではないか。 

 「何人も幸福を追求する権利があり、何人もそ

れをおかすことができない」。あの天賦人権説（

基本的人権）に基づいた憲法１３条というところ

こそ、我々福祉関係者は依拠すべき条文として考

えるべきだというふうに考えてまいりましたけれ

ども、残念ながら、多くの人は２５条から解き起

こしているわけでございます。 

 ２５条は、ご存じのように「健康で文化的な

低生活の保障」でございます。より豊かに自分を

実現する、幸福を追求するというのにふさわしい

条文なのでしょうかというのが私は疑問に思った

ことがございます。１３条と２５条の両方を組み

合わせて初めて我々の権利は守られるし、住みや

すい社会はつくられるのではないかとずっと考え

てまいりました。 

 もう一つ、戦後我々は間違えたなと思っており

ますのは、憲法１３条に代表されるように幸福追

求権があり、そして１４条で法のもとの平等とい

ううたい。さまざまな自由と平等が我々には保障

されたわけでございます。 

 しかしながら、フランスでつくられた近代市民

社会における思想あるいは法制度というものを日

本は引き継ぎましたけれども、フランスがなぜ自

由平等、博愛というのを入れたのかということは

全くというほど学びきれていないのではないでし

ょうか。 

 すべての人が生まれながらにして平等だ、自由

だ、幸福追求できる。封建時代のように、生まれ

たときから、信教の自由も奪われ、居住の自由も

奪われ、職業選択の自由も奪われ、婚姻の自由も

ない、そういう封建的な社会は嫌だ。この世に生

きとし生けるものはすべて自由だ、平等だ。これ

を願うならば、「博愛」というものを一人一人の

国民が、社会が考えなければならなかったにもか

かわらず、それを欠落させたまま、戦後、日本は

来てしまいました。 

 この世に生きとし生ける人の中には、産まれな

がらにして労働できない身体的な障害を持ってい

る方がいらっしゃるわけでございます。産まれな

がらにしてコミュニケーション手段を豊かに展開

できる、その手段、方法を持てないで産まれてく

る人もいるわけでございます。 

 産まれながらにして社会契約する判断能力を持

てない人がいらっしゃるわけでございます。その

方々の幸福追求権はどうしたらいいのでしょうか。 

 先ほど司会の方から紹介いただきました。私は

日本学術会議の会員を２期やりましたけれども、

その中の大きな論議の一つは人ゲノムの操作、遺

伝子操作でございます。医学系の先生は、「人ゲ

ノムが明らかになったわけだし、その結果、どう

いう遺伝子が障害を持ってこの世に産まれる人を

つくるのかわかっているわけだから、遺伝子操作

はいいのではないか、やるべきではないか」とい

う論議をなされます。我々、人文社会科学の分野

の会員たちは、それにずっと反対をいたしました。

皆さん方はどう思うのでしょうか。 

 何が障害であり、その障害の基準はだれが設定

するのであり、どうやって決めるのでしょうか。 

 私のように若くしてはげている人間の遺伝子は
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大変醜い遺伝子である。それでは、「大橋の遺伝

子は抹殺した方がいい」というのは、だれが考え

るのでしょうか。ほかの人は、「いや、みんなス

キンヘッドの頭にしているから、はげていてもい

いのではないか」という価値規範からいくと、「

はげこそ社会の文化の中枢である」と思う人もい

るかもしれない。わかりやすく言えば、そんな冗

談も言いたくなるほど、だれが生きていていい、

だれが生きていてはいけない、だれが幸福追求し

ていい、だれが幸福追求してはいけないという、

その線引きはだれがやるのですか。 

 そんな難しいことを言っているのではない。産

まれたら難病になるというのがわかっているのだ

から、それは遺伝子操作したっていいではないか、

そうですか、皆さん。そういう論議を私どもはや

らせていただきました。 

 だれが、どういう価値基準で、人間観で、幸福

観で線引きをするのだろうか。 

 フランスでは、それは大変難しい問題ですが、

だからこそ博愛というものを考えたわけでござい

ます。自分の自由と平等を欲したい、確保したい、

そういう社会で生きたいと思うならば、この世の

中には自然界の法則で、一定の比率で突然変異が

出てくる。その人たちの中には、みずからの人権

である幸福追求をできない人がいるかもしれない。

だけど、その人の幸福追求を抹殺するのではなく

て、その人が「幸せになりたい」、「生きていて

よかった」と思えるようなことを誰かが肩がわり

してその人を支えていく、その人を支える社会貢

献をしていく、それが博愛であると考えたわけで

す。 

 人間は、多くの人がエゴイスティックです。自

分のものは自分のもの、時には他人のものも自分

のものにしたい。とても放っておいては博愛とい

うのは身につかない。そこで、フランスは「大人

の教育こそ公の金でやるべきだ」、「みんなが天

賦人権説、社会契約説に基づいて住みやすい社会

をつくっていくためには、理性が大事だ、博愛の

精神を獲得することが大事だ。そのためには大人

が学ばなくてはいけない」ということをうたった

わけでございます。 

 コンドルセの革命議会にあてた教育計画案など

を見ても明らかなように、大人が自分たちのつく

り上げる社会を豊かなものにするために、判断力、

理性を持たなくてはいけない。 

 これが、今日の生涯学習、生涯教育のいわば原

点になるわけでございます。 

 ユネスコが１９８５年に「学習権宣言」を出し

ました。「学習権というのは、文化的贅沢品では

ない。基本的欲求が満たされた後に出てくる権利

ではない。学習権こそが生きる上で不可欠な基本

的人権だ」と唱っているわけです。 

 先ほど積極的社会事業の一つの側面として、小

河滋次郎は「救済の精神は精神の救済だ」という

ことを述べた、あの戦前の社会事業の思想家たち、

実践家たちは、「生存権と教育権」という論文も

書いたりしているわけです。「生きる」というこ

とは、その人が自分の人生をどうしたいかという

ことを考えられるようにすることだ。生活困難者

や貧困者は、みずからの生活を客観化し、みずか

らの要求を叫ぶことができない。その人たちに、

要求を叫べるように援助することこそ、社会事業

家の役割だと述べているわけでございます。 

 僕は、こう考えたときに戦後の社会福祉制度設

計は一体何だったのだろうかという問題が出てく

るわけでございます。 

 そこで二つ目の柱になるわけでございますが、

戦後の社会福祉の制度設計の基本は労働経済学的

な救貧観でございます。 

 日本は、明治以降、資本主義の後発国として、

先進諸国に追いつき追い越せ、富国強兵政策をや

ってまいります。したがって、賃労働というとこ

ろに非常に多くの矛盾が出てまいります。急速な

矛盾がそこに集積されていくわけでございます。

その対応策で追われていくわけでございます。い

ろんな矛盾がそこから出て、矛盾を解決するため

に、ゆがんだ対策もいろいろとられてきたのは戦

前歴史で学んだとおりであります。 

 日本の社会政策は労働経済学、つまり、賃労働

と資本という関係の中で見てきしまったわけです。

社会政策というのは、後藤新平の関東大震災後の

復興計画に見られるとおりではありませんけれど、

もっと大きなものがあるわけでございます。 

 道路をどうつくるかとか、上下水道をどうする

かとか、公衆衛生をどうするかとか、いろんな社

会政策を考えなくてはいけないにもかかわらず、

日本の社会政策学会の論議は、基本的には全部労

働経済学に矮小化されてしまったわけでございま

す。 

 そして、やや難しくなりますけれども、昭和１

３年に大河内一男さんが出した「我国に於ける社

会事業の現代及び将来」という論文の中で決定的

にその位置づけをしてしまいました。 

 「社会福祉イコール労働経済学に基づいた経済
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的貧困に対する給付」と目が行ってしまうわけで

ございます。戦後の社会福祉の自立論は、全部「

経済的な収入を得て自立をしろ」という話でござ

います。そこでは、正直なところ、障害を持って

いる方々の自立論というのは見向きもされなくな

ってくるわけでございます。 

 戦前で言うならば、まさに仁木悦子（ご自身が

胸椎カリエスによる障害者）さんが言っているよ

うに、「戦前は障害を持った人は非国民だった」。

そういう、「国民にあらず」という位置づけをさ

れている。このような歴史的な状況がつくられて

きてしまっているわけでございます。 

 戦後つくられた身体障害福祉法も、残存能力を

生かし、社会経済活動に参加しろという言い方で

ございますし、今日で言う母子及び寡婦福祉法も

母子世帯に公共の建物等で売店をつくり、そこで

働けるように援助しろというところが考えられま

すし、知的障害者福祉法、昔の精神薄弱福祉法の

中でも、職親委託制度などを使って職業的、経済

的に自立という面が非常に強く出てしまうわけで

ございます。この自立論を払拭しないでおいて、

口では「ノーマライゼーション」とか、「ソーシ

ャルインクルージョン」と言っても、私はどだい

無理なところがあるというふうに思っているわけ

でございます。 

 １９７０年に、心身障害者対策基本法がつくら

れました。私はそのときに、自分たちが考えたこ

とは間違っていなかったし、大変力を得たわけで

ございます。その心身障害者対策基本法は１９９

３年に障害者基本法に改正されますけれども、そ

のもとになる１９７０年の法律の第２５条で障害

を有する人たちが文化、スポーツ、レクリエーシ

ョンをやれるように環境醸成しろと書いてござい

ます。これはある意味で素直でございます。もう

一つ驚いたのは、障害を有する人たちが文化、ス

ポーツ、レクリエーションをやりたくなるように

意欲を喚起しろと書いてあるわけです。今で言う

ならば、「エンパワーメント・アプローチ」でご

ざいます。 

 １９７０年のときにそれほど書かれたにもかか

わらず、日本の障害福祉論をやっている人の中で、

私の勉強不足かもしれませんが、その第２５条の

「意欲を喚起しろ」ということに注目した論文は

残念ながら一つも発見できませんでした。 

 それは障害者福祉論をやっている人の障害者観、

人間観、福祉観が私は恐ろしく間違っているとい

うふうに考えておりました。もし、「こういう人

がこういうことを書いている」というのがありま

したら教えてください。全部が全部、私は見たわ

けではありませんから、あるいはあるのかもしれ

ませんが、少なくとも私が注意して見た限りはあ

りませんでした。なぜないのでしょうか。 

 私は、逆に言えば、なぜ「意欲を喚起しろ」と

いう言葉が出てきたのでしょうか。これは今で言

う、２００１年に世界保健機関（ＷＨＯ）がつく

ったＩＣＦ（国際生活機能分類）の考え方の先取

りを既に１９７０年にしているわけです。私は、

これはとっても大事なことでございます。 

 つまり、社会環境が悪いから、本人は文化、ス

ポーツ、レクリエーションをやっていないのかも

しれない。成育史の中でそういう意欲を減退させ

られたからやらないのかもしれないということを

抜きにして、ただ現象的にやっていないというこ

とをいくら言っても始まらないのではないですか。

意欲を喚起する。これは戦前の社会事業そのもの

でございます。 

 さまざまな生活問題を抱えている人は、自分の

要望を出すことさえも、自分の気持ちを表出する

ことさえもつぶされていっている。そういう人た

ちに寄り添って、その人たちが何をやりたいのか

ということを表出させる。意欲を喚起し、要求を

叫べるようにすることが大事だと言っているわけ

です。そういう実践をしてきたわけです。なのに、

何で戦後そういうものは全部なくなってしまった

のか。 

 権田保之助という都市研究家がおりますが、東

京の月島の調査などをやっておりまして、大変重

要な、いわば社会福祉調査でございます。 

 権田保之助は民衆娯楽の研究というのをしてお

りまして、「人間はもともと遊び人だったのでは

ないか」。ホイジンガー（オランダの歴史学者）

という人が「ホモルーデンス」という本を１９３

０年代の末に書いておりますが、それから六、七

年前に実は権田保之助は民衆娯楽の研究の中で「

人間はもともと遊び人だった」。「ホモサピエン

スよりもホモルーデンスだった。遊び人、遊技人

だった」と書いているわけでございます。 

 近の研究でも、古事記というのは 古の演劇

ではないのかということをいろいろ書いている人

もいらっしゃいますけれども、本当に日本は古事

記であれ日本書記であれ、遊びがある、喜びがあ

る。いつの間にかそうでなくなったのかというこ

とでございます。 

 劇作家の飯沢匡さんという人が「武器としての
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笑い」という書物を書いております。「日本人は

昔笑っていた。いつの間にか笑わなくなった」と

言っているわけです。皆さん笑っていますか。飯

沢匡さんは「明治２０年代に日本人は笑わなくな

った」と言うのです。私の調査では、私自身の説

は「明治３０年代に日本人は笑わなくなった。笑

えなくなった」という説をとっております。 

 今日はそれを縷々説明することができませんが、

日本人というのは、あるいは日本人も含めて人間

というのは、生活を喜び、生活を楽しみ、自分の

気持ちを表現する。それは歌であり、演劇であり、

絵であり、さまざまな自己表現の自己表出の機会

というものを大変大事にしていたはずだというこ

とでございます。 

 ところが、どうも明治以降、日本は笑わなくな

り、「贅沢は敵だ」というふうになり、戦後は、

社会福祉は経済的収入を高めることにのみ方策と

して考えられてきてしまったのではないでしょう

か。 

 もっと憲法１３条で言うところの「この世に生

きとし生けるもの」として、生きていてよかった、

生きる喜びを実感できる、そういう文化はなぜで

きなかったのでしょうか。 

 私は学生たちに、「気をつけないと貧困観が貧

困だよ。人間観、生活観が貧困だよ。あなたがソ

ーシャルワークをやったら、とんでもない間違い

になるよ。外科医は手術を失敗すれば患者さんは

死に、時には医療過誤で訴えられる。ソーシャル

ワーカーは、あなたが行ったケアマネジメントは、

うまくいかなければサービス利用者の生きる意欲

を削いでしまい、不作為の殺人者になるかもしれ

ない。そういう思いを考えたことがありますか」

と言っています。 

 きょう私の前に講演した市橋さんと、１９９５

年ごろに、東京都の障害施策推進協議会で一緒に

なりました。そのときの仲間にいた一人に、「大

橋さんの教え子のソーシャルワーカーに、私のケ

アマネジメントをしてもらいたくない」と言って

怒れたことがあります。その方をＴ君と言います。 

 私ぐらい文化とか何かを考えて言っているにも

かかわらず、サービス利用者であるＴ君は、「大

橋さんの教え子がソーシャルワーカーで、僕のケ

アマネジメントをやるのは嫌だ」。皆さんの持っ

ている人間観、生活観というのは、ちゃんと文化

などを含めて自立をとらえてくれていますか。何

か収入が多いか少ないかということでくくってい

ませんか。 

 私は１９７０年前から障害者の青年学級という

のをずっとやっていました。なぜ障害を持ってい

る人たちの文化、スポーツ、レクリエーションの

機会がないのか。そのころ障害福祉行政では、障

害者運動会を年に１回とか、それ以外は何もない

わけです。社会教育の方にいくと、「すべての国

民は文化、スポーツ、レクリエーションをやる」

と書いてあるにもかかわらず、そこには障害を持

った人や高齢者のものは全くないわけです。教育

行政と福祉行政の谷間に落ちている。それはおか

しいのではないか、障害を持っている人だって、

自分を表現し、自分の要求を自覚し叫ぶ、そうい

うことはあって当たり前ではありませんか。障害

者の青年学級をその当時やらせていただいたし、

その実践に基づいた論文も書いているわけでござ

います。 

 それが皆さんのお手元に書いてございます、資

料の中の、３０ページに「第三の空間の重要性」

というのを書いております。 

 障害を持っている人も家庭と職場以外に第三の

空間が必要なのです。我々は、疲れれば飲み屋に

行き、疲れれば喫茶店に行き、だべったりしてい

るわけですが、障害を持った人は安心して飲み屋

に行ったり、安心して喫茶店に行ってだべったり

する、そういう居心地のいい第三の空間を持って

いるのでしょうか。 

 私どもは１９７０年代に「たまり場 パレット

」というものを恵比寿の駅のそばに、障害者のみ

んなと一緒につくりました。知的障害の人たちの

たまり場がなぜないのか、居心地のいい場所がな

ぜないのかというようなことを考えました。第三

の空間論というものをそこでうたったわけでござ

います。 

 こんな発想は実は障害者福祉論には全く出てこ

なかったわけです。日本の障害施策をずっと推進

した人が、この報告書を読んで、「よくぞあそこ

に気がついてくれた」と、大変お褒めの言葉をい

ただいたのを覚えておりますけれども、いかに福

祉サイドで凝り固まって見ていると、見えるもの

も見えなかったかということもあったかもしれま

せん。その辺がいわば「戦後社会福祉の誤謬」の

一つだというふうに私は考えたわけでございます。 

 そこで、私は、これからの社会福祉というのは

戦後の自立論とは全然違って、地域における自立

生活を支援するという場の自立のとらえ方は、六

つの要件が必要ではないかと考えました。 

 一つ目は労働的・経済的自立でございます。二
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つ目には精神的・文化的自立、三つ目に身体的・

健康的自立、四つ目に社会関係的・人間関係的自

立、五つ目に生活技術的・家政管理的自立、六つ

目に政治的・契約的自立。この自立のとらえ方が

多様に理解され、そして、これに基づいたケアマ

ネジメントにおけるアセスメントが行われないと、

援助方針も豊かにならないと思っているわけでご

ざいます。 

 例えば、生活技術的・家政管理的自立で、今、

自己破産している人がたくさんいらっしゃいます。

あるいは精神障害の人たちが病院から退院して地

域で生活をしたい、知的障害の人たちが入所施設

から退所して地域で生活したいというときに、生

活技術的な自立がないとうまくいかないわけでご

ざいます。 

 私の知っている精神障害の方は、ごみの分別が

できませんでした。ごみの分別をしないままにご

みステーションにごみを出したところ、たまたま

その近くに近所の奥さん方がいらっしゃって、分

別をしていないごみを見咎められて怒られました。

彼はパニックになります。それ以来ごみは出せま

せん。我々が気がついたときには、ごみ袋だらけ

の中に彼は生活をするという状況でございました。 

 全国の自治体の中で、私が知っている限りにお

いては、ごみの分別収集の種類で一番多いのは、

なんと３１種類であります。私も朝から晩までご

みの分別ばかりやっていれば３１種類分別できる

かもしれませんが、私の生活技術感覚でいくと３

１種類の分別というのは恐ろしいほどの分別です。

徳島県の上勝町はそれをやっているわけでござい

ます。この分別によって、使える資源を有効活用

できる。相当、自治体の財政負担は軽減されてま

いります。これはもういろいろなところで出てま

いります。 

 ところが、分別するということは行政の力だけ

ではできません。まさに住民一人ひとりが学習し、

その能力を身につけなければやっていかれないわ

けです。では、もしそれができない人たちはどう

するのか、だれが援助してくれるのでしょうか。

従来の福祉行政はそこまで考えてくれていたでし

ょうか。 

 東京の２３区のある区と言っておきますけれど

も、それは地域福祉計画書を読んでもらえばすぐ

わかりますが、地域福祉計画のときに、その障害

福祉課長が、「地域移行の時代でございますが、

○○人を自立移行いたします」と言うから、私は

委員長として非常に怒りました。「その人は今ど

こにいるの。その人がこの区に自立移行するのか、

それとも施設のある自治体の地域に移行するの。

その人数分はどういうふうにして実現できるの」、

全然考えていません。 

 私はその障害福祉課長に、「次の会議までに、

この区の出身の障害を持った人が全国の入所施設

にどれぐらい入所しているのか分布図を書いてく

ださい。その分布している障害を持っている方々

のうち、どこの施設のだれさんを地域移行できて、

この数字が出てきたのか、ちゃんと根拠を明らか

にしてください」ということを言いました。 

 なんと、南は徳島県から北は北海道まで、その

区の障害を持った人は入所しているわけです。約

３００人。その方々のうちの何人を地域移行です

か、そんな机上プランではないでしょう。それは

その人が生まれて、長い間住んでいた、その区へ

戻すのですか。それとも施設がある所在地の市町

村へ地域移行させるのですか。それさえわからな

くて、「地域移行」って何ですか。現実には、こ

ういう状況がいっぱいあるわけです。 

 私は東京都の障害施策の推進協議会で３期６年

間やらせてもらいましたけれども、東京都で生ま

れ、東京都で住んでいた人たちが、東京以外の施

設にたくさんいらっしゃる。その方々が、本人が

望み、家族が望むならば、東京で過ごせるように

してほしい。それを１行書き込んでください。や

っと 後の方は書き込んでくれました。私はその

ときに言ったのは、「２１世紀の初めにすぐやっ

てくれとは一言も言わない。２１世紀の半ば、５

０年かかってもいいから、その考え方をきちんと

遂行してほしい。そういうことを目標に出さない

で、何となく自立生活支援をしていますなんてい

うことは、言うのやめよう」ということを言いま

した。それは市橋さんがよく知っていることです。 

 それほど、東京都内に生まれ、東京都内で育っ

た人たちが、ある意味では理不尽に東京都外の施

設に入所しているわけです。 

 東京都の措置施設が秋田県にあります。東京の

方々が利用しています。私は、そこをかつて車で

訪ねたことがあります。１０時間かかりました。

親は元気だったら子どものところへ訪ねていくで

しょうけれども、兄弟は１回訪ねたらそんなにし

ょっちゅう行かなくなるかもしれない。高速道路

を使って、車を飛ばして１０時間、ＪＲを使った

ら、とてもそんな時間では行かないほど不便なと

ころにある。そういう実態の中で、我々は気楽に

自立生活支援と言うけれど、その重みというのが
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わかっているのだろうかという話をさせていただ

きました。 

 そういう方々が、東京で住むと言ったときに、

長い間この世と離れて生活していたら生活技術能

力が身についていないかもしれないわけです。そ

の方々に対する援助はどうやってやるのでしょう

かということがあります。 

 あるいは、収入は多くないかもしれないけれど

も、働くことの喜びというのはあってもいいじゃ

ないか。北海道の家庭学校は「教育農場」と称し

て、いわゆる非行少年をそこで生活再生をしてま

いりました。働くことが人間を豊かに成長させる、

発達させる。ただ、その働いた結果の収入が多い

かどうかということは、その時の社会経済の仕組

みに乗ったか乗らないかということであって、し

かし、少ないからといって、それは働くことの意

味が失われたということでもないわけです。あえ

て、私は労働的自立と経済的自立を意識しようと

いうことで、労働的・経済的自立ということを言

っているわけでございます。 

 あるいは、昔はそんなこともなかったかもしれ

ませんが、社会関係的自立。これは１９７０年ご

ろに、東京の三鷹市で青年の実態調査をやってい

る中で非常に顕著になって驚いたことがあります。 

 １９７０年のときに東京都の委託を受けて私ど

もは調査をやりました。青年にインタビュー調査

をして何を聞いても、「別に」、「まあね」。会

話ができないのです。これは１９７０年のときで

す。私はそのときから福祉教育が必要だ、社会関

係、人間関係が持てない人が出てきている。 

 シュプランガー（ドイツの哲学者）の疾風怒濤

の時代の青年心理学では、とてももたない状況が

あるということを、そこの報告書で書いてありま

す。 

 変ですよ、いろんな問いかけしても、「別に」

でしか返ってこないのです。 

 １９７５年に、私は、幼稚園の副園長を非常勤

でやりましたが、７５年のときには幼稚園の子ど

もに蔓延していましたね。「だれだれさん、今日

は天気がいいから外へ行って遊ぼうよ」、「まあ

ね」。でも、本当に子どもに何か一生懸命働きか

けて言っているにもかかわらず「別に」と、こま

しゃくれて、壁に背もたれして言われたら、本当

に怒りたくなる気持ちというのはわかるのではな

いでしょうか。そういう中で、学校の先生方は本

当に苦労されているのです。 

 そういう状況の中で、私は、どうも金銭的給付

だとか、そういうものとは全然違う、社会関係的

な自立を支援しない限り大変なことになるという

問題提起をしたわけです。 

 従来の福祉事務所を中心とした福祉行政は、経

済的貧困。だけど、その個人や家族は、生活技術

能力を持っている、社会関係能力も豊かに持って

いる。だから経済的な貧困さえ援助してあげれば

問題解決ができると思っているわけです。ところ

が、１９７０年のときには、その当時の福祉事務

所の職員たちが書いた本、例えば、目黒区、江戸

川区などで仕事をされた白沢久一さんという方が

書いた本には「生活力の形成－社会福祉主事の新

しい課題」というのがあります。いくら福祉事務

所で金銭給付をしても問題解決につながらない状

況が出てきている。 

 つまり、本人や家族に生活技術能力がないわけ

です。私もそういう事例に当たったことがありま

すけれども、お金があると、みんな店屋物でおい

しいものを食べてしまうのです。お金がいくらあ

ったって足りないです。 

 買い物に行って安い材料を買ってきて自分で調

理をするという生活技術能力・家政管理能力がな

いのです。私だって食べたいものを食べたい、好

きなものを買ってくる、お金はだれか払うのでし

ょうというのだったら、それが楽だったら自分だ

ってやってしまうかもしれないですよ。 

 大体、我々は出るものと入るものとのバランス

をとりながら、どうしたらいいだろうかというこ

とを考えるのに、ほしいものだけどんどんやって

いったら、入ってこないので当然これは自己破産

になるのは当たり前ではありませんか。 

 そういう生活力を持っていない、生活技術力の

ない人、福祉事務所が扱うケースで非常に顕著に

出てきたのが１９７０年です。そのころから、我

々は金銭給付では問題解決にならない、ソーシャ

ルワークでその人に寄り添い、その人の生きる意

欲を励ましていくと同時に、まさに、マーケット

バスケット方式じゃないけれど、買い物の仕方、

料理の仕方、そういうのを教えないとやって行か

れないのではないでしょうかという話をしている

わけです。それが福祉行政の制度設計にはなかな

か入らなかったわけです。 

 それから約３０年近く経ってしまって、ようや

くソーシャルワークの重要性に今ごろになって気

がついていますが、制度だけではだめなのです。

制度を設計して、制度で解決できるものというの

は、全部が全部ではないのです。今は制度を設計
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しても解決できないものがたくさん出てきている

というのが、今日の社会福祉問題になっていると

いうふうに考えないと、解決はできないのではな

いか。 

 これは歴史的に言えば、もう社会福祉の分野で

はコアプアの問題でございます。あるいは第四世

界――私自身が「第四世界」という言葉を初めて

知ったのは１９８２年ですが、三浦文夫先生と一

緒にフランスへ行って、いろいろ視察を調査をし

てまいりました。そのときにクワモンドという団

体を、ボランタリーボディーを紹介されて訪ねま

した。 

 それは、日本語に訳せば「第四世界」。いくら

制度を使っても、制度から落ちこぼれてしまう、

制度を活用する力がない、生きる意欲も失ってい

る、そういう人たちを放置していたら社会全体が

不安定になっていく。 

 しかし、それは制度をつくれば解決できるとい

うふうにはならない。一人一人に寄り添うソーシ

ャルワークアプローチがすごく大事だというのが、

フランスの１９８２年のときの問題だったわけで

ございます。今、日本は同じところに来ているわ

けです。制度の欠陥の問題もたくさんありますけ

れども、それ以上に大事なのは、その人に寄り添

い、その人の生きる意欲、生きる力、生活の仕方、

そういうものを立て直して設計をしていかないと

ならない時代が来ているということを、ぜひ頭に

入れておいていただきたいなというふうに思いま

す。 

 そう考えますと、看護とか福祉の分野で「アブ

ラハム・マズローの欲求段階説」というのがあり

ます。基礎的欲求が満たされた後に安全の欲求が

あり、安全の欲求の後に帰属の欲求が出てき、帰

属の欲求の後に自己表現、そして 後は自己実現

の欲求。欲求が、はしごのように段階的だと。こ

ういう発想で教わり、その発想でマネジメントさ

れたら、障害を持った人たちは全くたまったもの

ではないです。 

 私の母親なんかもそうですけれども、「自分の

頭のハエが追えない人間が、なんでおまえさん、

福祉なんてやるのだ」と散々怒られたものです。

「頭のハエを追ってから、ちゃんとやれ」と死ぬ

まで言われ続けました。 

 そういう発想でいくと、自分で自分の身辺を自

立できない人間が、なんで人様のお世話するのだ

という話になってしまう。これは、一見正しいよ

うだけれど非常におかしいですね。障害を持って

いる人はみんなケアをしていただかないと生きて

いかれないにもかかわらず、「自己実現の欲望が

ある」というような矛盾した話になってしまうわ

けでしょう。アブラハム・マズローは、そういう

段階説をやっているわけです。いろんなテキスト

に載っかっているわけです。 

 私は、ＮＨＫの社会福祉セミナーで一貫して批

判したことの一つはアブラハム・マズローの欲求

段階説です。だって、寝たきりのお年寄りも香水

をつけて自己表現したいかもしれないじゃないで

すか、障害を持っていて、自分からお風呂へ入れ

ない人が、入浴サービスを受けてさっぱりして、

「きょうはナンバー５にしようかなとか、ニナリ

ッチにしようかなとか」、香水、オーデコロンを

つけて香りを楽しんでもいいじゃないですか。 

 １９７５年のときに脳性麻痺の人と２週間ほど

ヨーロッパ旅行したときに私はフランスで気がつ

きました。その彼はすごく汗かきで、毎日ホテル

のお風呂で洗うのですけれども、夕方になるとす

ごい汗なのです。介助している私の方がたまった

ものではないから、フランスにいて気がついて、

「そうだ、香水つけてもらおう、オーデコロンつ

けてもらおう」。だったら、それは何もその本人

だけではなくて周りの人だって喜ぶかもしれない

し、ほかの障害を持っている人だって、お風呂に

入ってさっぱりした後で香水つけてもいいじゃな

いですか。それを贅沢だと言いますか。だって日

本には香りの道、「香道」というのがあるわけで

す。香りを楽しむ。それが一つの生きがいかもし

れないわけでしょう。そういうサービスの提供の

あり方、そういうことに気がつくケアマネジメン

トがなされなくて、ただ生きていればいいという

話にならないじゃないですか。 

 フランスの近代市民社会をつくる上で思想的な

大きな影響を与えたジャンジャクルクソーはエミ

ールの中で、「呼吸することを保障することと、

生きることを保障することとは違う」という言い

方をしています。 

 我々の福祉は、呼吸することを保障する医学モ

デルの福祉なのですか。憲法１３条で言うところ

の幸福を追求する、生きる喜びを保障する福祉な

のですか。それが、私は１９７０年ごろからの大

きな課題でございました。なんで日本はこんなに

ゆがんでしまったのだろうかということでござい

ます。 

 ノーマライゼーション、ソーシャルインクルー

ジョンという言葉は使わなくたって、素直に、人
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間がこの世に生きとし生けるものとして、幸せに

なりたい、自分が思っていることを自己実現した

い。社会の制約の中で生きているわけですから全

部が全部思いどおりになるとは決して限りません、

それは当たり前のことでございます。我々だって、

やりたいことを抑制していても生きているわけで

す。 

 ですから、すべての人が自由勝手にやれるとは

決して思いませんけれども、従来の戦後の社会福

祉の制度設計の思想では、私はまずいのではない

だろうかということでございます。 

 そこで、昨年の３月に出しました研究会の報告

で、私どもは「新しい福祉」という言葉を使いま

した。どうも従来の労働経済的な貧困というもの

を想定した、あるいは経済的な自立というものを

想定した福祉だけではなくて、もっと一人ひとり

が生かされる福祉を考えないといけないのではな

いかというので、あえて「新しい福祉」という言

葉を使わせてもらいました。 

 そして、それをやるためには、戦後の学び方を

間違えましたけれども、住民と行政が協働しない

とならない。行政だけでできるわけがないという

ことでございます。 

 ついこの間も秋田県へ行ってまいりました。秋

田県は、統計の取り方によって違いますが、ある

統計では山梨県が一番高いというふうなところが

ありますが、一方の統計では、秋田県はここ１０

年近く日本で も自殺率の高い県でございます。

その も自殺率の高い秋田県で、私どもずっとか

かわってまいりまして、ついこの間も行ってまい

りました。秋田県の中でも も自殺率の高い市に

行ってまいりました。中年で亡くなっている方も

たくさんいます。確かにリストラでということも

あります。しかし一方では、高齢者が結構亡くな

っています。 

 ひとり暮らしの高齢者が亡くなっているのか、

三世代同居の中の高齢者が亡くなっているのか。

実は、三世代同居の高齢者がかなりの比率が亡く

なっているわけでございます。我々は、ついつい

「福祉はひとり暮らしへ」と目がいきます。三世

代同居は幸せな家族に見守られてという高齢者の

イメージでしょうか。とんでもない間違いです。 

 今から２０年前に岩手県の遠野市で地域福祉計

画をつくったときに、人口２万９，０００で、東

京２３区の広さでございます。人よりも牛と馬の

方が多いのではないかと言われる遠野で地域福祉

計画をつくりました。 

 そのとき、私どもは６３カ所の地域住民座談会

をやらせてもらいました。行政が机上論で考えて

もだめだ。できるだけ地域に入って、地域の住民

と一緒になって考えようということでございます。 

 例えば山形県の鶴岡市は人口１０万のときに１

３３の町内会・自治会で住民座談会をやりました。

そして、そこには２，１００人の住民が参加をし

てくれました。「物言わぬ農民」の東北ですから、

「意見はありませんか」と言っても言いません。

ですから、皆さんにカードに何が問題かを書いて

もらいました。書かれたカードは５，３００枚で

ございます。そういうふうにして私などは地域計

画づくりをずっとやってきているわけです。 

 その 初のころ、２０年前に岩手県遠野で同じ

ように地域に入って、地域の住民に意見を聞こう

とやりました。６３カ所の住民座談会をやりまし

た。その中で、 初のときには本当に驚きました。

「年寄りが入った風呂は汚いから、お湯を流して、

洗って、たて直して、ほかの家族が入る」。皆さ

ん賛成ですか。ホテルのバスのように、１回１回

お風呂の中で洗って、お湯を流してという文化様

式ならいざ知らず、日本のお風呂は、お湯をいっ

ぱい張って、そして外で洗って湯船に浸かって温

まるという文化ですよね。その日本の入浴文化の

中で、年寄りが入った風呂は汚いと言うのです。

私は単純ですから、「年寄りが手ぬぐいで風呂の

中で身体をごしごし洗ってしまったのですか」と

言ったら、そうでもない。「では、皮膚病でお風

呂の中でかゆくて、無意識のうちにかいて、垢が

浮いてしまったのですか」、そうじゃない。垢は

浮いていない。だけど「年寄りは汚い」というイ

メージがある。その年寄りが入った風呂だから汚

い。だから洗ってたて直す。皆さんわかりますか。 

 そのころ、山口県の宇部市で５００人の中学生

にアンケート調査をやりました。お年寄りのイメ

ージ。「汚い」８６％。 

 こういう状況の中で、私どもは空理空論で、「

ともに生きましょう」とか、そんなこと言ったっ

て始まらないのではないか。どうするのだという

ことを考えるわけです。 

 同じ遠野で、ほかの座談会では、「年寄りは一

番 後の仕舞い風呂だ」と。「何時に入るのです

か」、「大体１２時近く」だと。「汚いから 後

に入れ」と。 

 同じころ、富山県の小矢部市というところで住

民座談会をやっていましたら、「公民館にお風呂

をつくってくれ」と。「だって、みんな内風呂じ
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ゃないの」。「富山なんていうのは大きい家ばっ

かりで内風呂でしょう」。でも、「内風呂はいっ

ぱいあるけれど、公民館にお風呂をつくってくれ

」と言ってくる。いろいろ聞いていきますと、や

はり年寄りが入った風呂は汚い。自分が出た後、

洗ってたて直して入る、いたたまれない。わかり

ますか、その感覚は。こういう中で居場所がない、

居心地が悪い、大事にされない。 

 Ｊ．Ｓ．ハウスという人がソーシャルサポート

ネットワークの四つの機能を言っています。人間

が生きていく上で、さまざまな社会的な援助が必

要だ、その一つ目は、喜びや悲しみをともに味わ

ってくれる人。うれしいとき、悲しいとき、一緒

に喜び悲しんでくれる人がいる。 

 二つ目には生活上困っていることをお手伝いし

てくれる人。「これから買い物に行くけれど一緒

に行きますか。何なら、言ってくれれば買ってく

るよ」という買い物のお手伝いをしてくれる人。

電球が切れてしまった、高いところなので危ない

から、だれか電球を取りかえてくれないかな。「

電球なら取りかえてあげますよ」と、隣近所の人

が手伝ってくれる。東京などでは電球を取りかえ

るのに電気屋さんに頼むと、技術料と称して来る

だけで５，０００円でしょう。あと電球代でしょ

う。電球代なんて何百円もしないのに、来るだけ

で５，０００円かかるという状況の中で、日常の

ちょっとしたお手伝いが頼めなくなる。昔は家族

の中でやりくりできたけれども、家族の中でやり

くりできない。社会的なサービスがあるかと言っ

たら、社会的なサービスとして制度化するほどの

ものでもない。そういう問題はいっぱいあります。 

 三つ目は評価的サポート。「あなたがいると楽

しいよね」、「あなたの料理はおいしいよね」と

いうふうに、その人のよさを認めてくれる、スト

レングスモデル。そういう良さを評価してくれる。 

 四つ目には情報を提供してくれる。行政は広報

を出せば住民はみんな読むものだと言いますけれ

ど読みません。私も、幼稚園の副園長をやったと

きに、親にわかってもらわなくてはいけないと思

って、一生懸命、「たより」を出しました。園だ

より、学年だより、クラスだより、年間１００回

ぐらい出ました。親は喜んで見てくれるだろうと、

我々は保育園の交換日記みたいのもとても楽しく

て、一生懸命書いたし、書いてもらったのを読ん

でうれしかったものですから、親というのはそう

いうものだと思って、一生懸命「たより」を書き

ましたけれど、読んでいません。私の自己満足で

した。 

 「明日、子どもが遠足だと言っていますけれど、

どこに、何時に、何を持っていけばいいですか」

と。先生方はもう電話がかかってくると、かっか

怒っています。あれだけ丁寧に書いたって、何回

も書いたって、読んでいない人は読んでいないの

です。行政の自己満足、東京都の広報紙が出たら、

みんな東京都民がくまなく読んでいるなんていう

のは全く無理でございます。 

 近では新聞も取らない。新聞折り込みもした

って全然だめ。ましてやホームページもだめ。ど

うするのですか、情報過疎です。 

 これは障害を持っている方々の調査を、１９７

０年、それからその後、国際障害者年の前、そし

て後と３回やりましたけれど、その中でどういう

情報を得ているかというと圧倒的なのは口コミで

した。 

 となると、口コミで情報を教えてくれる人がい

ないと情報過疎の人がたくさんいるということで

す。そういう人に限ってとは言いませんけれども、

そういう方々の多くの方々が、実は福祉サービス

を必要とする人たちなのです。ということは、福

祉サービスを必要とする人のところには重要な情

報は届いていないと見なくちゃいけないわけです。

だからこそアウトリーチなのです。役所にいて、

「来たら相談に乗ってあげる」なんて言ったら、

絶対そんなのできるわけがありません。アウトリ

ーチというのはソーシャルワークの基本でござい

ます。 

 そういうことがなかった戦後の社会福祉制度の

仕組みなわけです。そういう中で、ハウスという

人は、地域で生きていくというのは、この四つの

機能がないとやっていかれない。施設や病院はそ

れなりに職員がいるわけです。困ったときには緊

急ベルを押せば来てくれるわけです。地域では、

だれが駆けつけてくれるのか、不安はどうかとい

うことを考えなければ地域では生きていかれない。

つまり、入所施設のサービスや入院のサービスと

は全く違う発想をしないと地域での自立生活支援

というのはできないわけです。これは文字どおり

ソーシャルワークなのです。 

 ソーシャルワークを展開する上で、経済的な貧

困の人のためには生活保護の制度だとか生活福祉

資金だとか、そういう資源を、制度にあるものを

活用するということはあり得ますけれども、要は、

その人に寄り添い、その人の気持ちを受けとめ、

その人が生きる意欲を持てるように、そういう支
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援が必要なのです。 

 ところが戦後の行政は、そこの支援はなくて、

制度をつくれば問題解決できると思った。ところ

が地域で生活する人の中には単身者ばっかりでは

ありません。一つの家族の中に、おばあちゃんは

認知症の高齢者で、長男は鬱病で、孫は学校不登

校なんていう例は、今ざらにあるわけです。その

ときに福祉事務所は高齢福祉課、障害福祉課など

と分かれていたら、そこのお嫁さんが相談に行こ

うと思ったって、おばあちゃんの話は高齢福祉課

へ行ってください、自分の夫の鬱病の問題は保健

課か障害福祉課へ行ってくださいと言われて、子

どもの問題は教育委員会の相談室へ行ってくださ

いと言われたら、「もう二度と行かなくたってい

いわ」と思いたくなるのではないでしょうか。そ

れほど福祉を縦割りにしてしまったわけです。 

 ところが、入院も入所も、家族で入っている人

はいないのです。母子自立支援施設だけでしょう、

家族ではいっているのは。地域で暮らすというの

は単身ではないのです、基本的には。たとえ単身

だとしても、一人で生きていかれなくて、ハウス

の言うソーシャルサポートネットワークがなけれ

ば生きていかれないわけです。そうなると、地域

づくりをせざるを得ないわけでございます。地域

づくりというのは手間暇かかるわけです。 

 皆さんも今日は、とっても熱心に聞いていただ

いていますが、東京の第一庁舎を出て、出た途端

に北風がぴゅーと吹いて寒いと思ったら、大橋の

話とか市橋さんの話は忘れてしまうかもしれない

です。この場にいたときには、「今日はなかなか

よかった」と思ってくれるかもしれませんが、北

風に吹かれた途端に忘れてしまうかもしれない。 

 つまり、住民の意識というのはそういうもので

す。１回聞いたらすぐ意識が変わるという話は、

ないわけでございます。そういうものを繰り返し、

繰り返しやりながら、我々の意識は徐々に徐々に

変わっていくわけでございます。 

 ましてや、日本の住民の意識というのは稲作農

耕文化につくられた意識なのです。何千年も、弥

生時代から稲作農耕文化なのです。稲作農耕文化

というのは何かと言うと、田んぼは移動できない

のです。ですから土着性が非常に強いということ

です。田んぼの水を確保するためには遠くの沢や

山から水を引いてこなくてはいけないわけです。

公共土木事業を人力でやるわけです。一糸乱れず

公共土木事業をやるためには共同性というのが非

常に強くなります。日本の文化は共同性と土着性

が非常に強いということでございます。 

 結果どうなるか。内と外を使い分けるわけです。

共同性と土着性の中の仲間内は大事にします。し

かし、外の人間には冷淡です。ついこの間、我々

は在住外国籍の人たちを「外人」と言っていたわ

けです。「外の人、外人です。」全く拒絶するわ

けです。 

 私は今の東京都稲城市に住んで４０年になりま

すけれども、まだ旅の人でございます。馬の骨で

ございます。 

 つまり、土着性と共同性の枠の中に入った人は

いいけれど、枠の中に入らない人は別枠なのです。

ですから、気をつけないと「地域、地域」と言う

けれど排除の論理をするわけです。日本人は排除

の論理が非常に強いわけでございます。 

 聖徳太子は、１７条憲法の第１条で「和をもっ

て尊しとなす」と言いました。我々はそれを習い

ます。しかし重要なのは第１７条憲法の第１０条

で、「怒るな、怒るな、違うを怒るな」と言って

いるわけです。一人一人違う、その違いを怒って

はいけないということを言った上で、「和をもっ

て尊しとなす」なんです。 

 ところが、「怒るな、怒るな、違うを怒るな」

を言わなくて、「和をもって尊しとなす」。それ

と土着性と共同性に食いついていくと、「長いも

のにまかれろ」、「出るくいは打たれる」、それ

でも言うことを聞かなければ村八分なのです。 

 だから、「世間体の文化」、自分の意見は言わ

ない。韓国の文部大臣をやった李御寧さんという

のが「縮み志向の日本人」という本を書いていま

す。日本人は、みんな枠の中にはめてしまう。枠

の中にいるときには安心感がある。枠の中に詰め

てしまう。 

 今、構造改革は当分の間混乱します。それはあ

る意味では悠久の歴史の中でつくれた共同性と土

着性の枠組みが、国際社会の中で対応できなくな

っているのです。石原知事ではないけれど、「ノ

ーと言える日本人」にならない限りだめなわけで

しょう。ノーと言えないわけです。自分の意見を

言わない。子どもを育てるのもそうでしょう。「

あなたは何したいの」と聞いてくれましたか。「

うるさいな、つべこべ言うんじゃない、親の言う

ことと先生の言うことを聞いていればいい」と、

枠に子どもを入れていくわけでしょう。中学校の

生徒手帳は たるものですよ、禁止事項ばっかり

書いてある。禁止と命令で子どもを枠にはめてい

くのです、日本人は。いいところを伸ばそうとい
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う発想をしないわけです。 

 こういう文化が、何千年も続いているわけです。

このＤＮＡはそう簡単になくならないです。 

 そういう文化に裏打ちされ、障害を持っている

人は生産力がないのです。だから、日本人は田ん

ぼの継承権であって血がつながっていないです。

中国は相続という血のつながりがちゃんと証明で

きるものがありますよ、韓国でもそうです。日本

は田んぼの権利を継承するお墓はあるけれども、

血がつながっているかどうかわからない、夫婦養

子とかいっぱいあるから。日本人は血の文化じゃ

ないです。稲作農耕文化という田んぼの継承権な

のです。これがつくれるお米の高というのは決ま

っていますから、マルサスの人口論じゃないけれ

ど、人口の方が幾何級数的にふえてしまうから、

食えないものは追い出さなくてはいけないのです。

二、三男坊には結婚させてしまったら子どもが増

えてしようがないから、二、三男坊には結婚させ

ないわけです。そういう文化でやってきたわけで

す。 

 気をつけないと、地域、地域と言いますけれど

も、恐ろしいほどに排除の論理なのです。それは、

先ごろ出した報告書で我々は「負の側面」と書き

ました。地域というのは大事だけれど、そんなに

きれい事ではない。この間行ってきた秋田でも、

地域は大事だけれど、みんな覗いてしまう。覗く

のだけはやめてくれないか、親しい中にも礼儀あ

りという関係にならないのだろうか。仲間内だか

ら「あんた水臭いわね」という話になって、みん

な家の中ずかずか入っていってしまうようなこと

になる。こういう文化です。 

 だから、地域というのはとっても大事だけど、

気をつけないと排除の論理がある。全国に約３２

０万の在住外国籍の人がいます。地域の中にはひ

とり親家庭もたくさんいらっしゃいます。要介護

高齢者の方も精神障害の方もたくさんいらっしゃ

います。そういう方々も含めて、「ともに生きる

」というふうに考えてくださっていますか。それ

とも、それは排除しておいて、ともに生きるとい

うことを言ってしまっていませんか。 

 私は、「共生」とか、実に気楽に皆さん使って

いますけれど、それを使うときには本当に気をつ

けてくださいと思います。間違ってはいない、だ

けど本当に「ともに生きる」ということを考えて

いるだろうか。 

 皆さんは、自分の目の色を考えたことあります

か、目の色。自分の目の色は黒だという人はどれ

だけいますか。手を挙げてくれますか。自分は目

の色は茶色だという人。 

 半分ぐらいの人は手を挙げていない。無色透明

の目ですか、それとも青ですか。目の色さえも意

思表示するのが恥ずかしいのか。何だかよくわか

らないけれど、何しろ日本人は意思表示が下手く

そです。 

 黒と言いましたけれども、後でよく見てくださ

い。多分多くの人は茶色でしょう。私も「目の黒

いうちは」と言うから、アメリカに一番 初に行

ったときに、ビザを申請するときに、「目の色は

ブラック」と書きました。そしたら領事館で訂正

されまして、ブラウンになったのです。私はいつ

から茶色になってしまったのだろうか。 

 シカゴへ行っていろんな人と話をしているとき

に、「私の目の色はブラウンだ」。無意識のうち

に目の黒いうちはと言っているから、小さいとき

から小学校の図画でも何でも絵を書くと目の色は

黒のクレヨンで塗ってしまっている。無意識のう

ちに、そういうすり込みがあるわけです。 

 こういうすり込みを一つ一つを丁寧にチェック

しなくちゃいけないわけです。 

 ところが、仲間だから、「水臭いわね」、「一

々口で言わなくちゃいけないの」なんて言ってご

まかされて、一人一人の意見を聞かないわけです。

後は権力的に長老が、「おれの言うことを聞い

てりゃいい」という話になってしまうから、なか

なか変わらない、これが文化じゃないでしょうか。 

 そういう中で、今ＮＰＯがいっぱい出てきてい

るわけです。昔ながらの町内会・自治会と、新し

い共通関心事であるＮＰＯなどがうまく折り合っ

てくれればいいけれど、多くのところで悪くする

と対立的なわけです。だから、これがうまく折り

合わないと地域はうまくいかないわけでございま

す。 

 そういう意味では、新たな支え合いというのは、

今までの地域のよさを見直し、マイナスな面を見

直し、新たな日常生活圏域の助け合いの構造とい

うのはどうしたらいいのかということを考えない

と困ってしまうわけです。 

 東京の豊島区というのは人口２５万で、６５歳

以上の高齢者の方々の３分の１はひとり暮らしで

す。それでいて、自治会の加入率は４０％を割っ

ているわけです。こういうところで、「ともに生

きましょう」と気楽に言われても、「あなた、ど

こを向いてしゃべっているの」という話になるわ

けです。 
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 災害のときにどうしましょうかと言われたって、

困ってしまうわけでしょう。そういうのを一つ一

つやっていかないといけないわけでございます。 

 日本の災害の問題は、災害が起きたときには阪

神・淡路大震災に代表されるように、みんなボラ

ンティアで救援に行くわけです、救命救助に。だ

けど、それだけではもたないわけです。 

 災害とソーシャルワークというのはすごく大事

だというのは、災害が起きたとき、避難所のとき、

仮設住宅のとき、そして生活再建のとき、地域の

都市計画を含めた地域全体の復興のとき、という

幾つかのステージがあるわけですね。ステージご

とにきめ細かく社会福祉分野の対応を考えないと

だめなわけでございます。 

 阪神・淡路大震災あるいは新潟中越地震を含め

て、同じ日本ですけれど、全く各ステージごとの

対応は違うわけです。社会福祉協議会を中心に災

害ボランティアということが騒がれておりますが、

ある意味では、そんなこと言わなくても災害のと

きにはみんなお手伝いしたい、自分のできること

はと思ってくれているわけです。その需要と供給

をどうするかというのは確かに重要です。 

 しかし、日赤の医師だとか看護師とかいろんな

人に聞くと避難所以降の生活支援のソーシャルワ

ークがすごく大事だと言うのです。新潟中越地震

のときに、自閉症の子どもを抱えていて避難所に

入れない、多動性で子どもが騒ぐ、結局、車の中

に押し込めて母親が一緒に暮らす。結果的に母親

はエコノミー症候群で不幸にも亡くなってしまう

わけです。 

 避難所の生活のときに、ストーマをつけている

内部障害の人は、避難所に行かない。自分の臭い

が周りに漂うのではないか、申しわけない。スト

ーマをつけた高齢者たちが避難所に行かない、そ

ういう問題が出てくるわけです。 

 精神障害の人たちは自分が薬を飲んでいるとい

うことを知られたくない。人工透析の人は透析す

る水をどこで確保したらいいのか。病院では、本

当にいろんな問題が出てくるわけです。 

 近は「災害弱者」という嫌な言葉が使われて

いますし、「福祉避難所」なんて使われますけれ

ども、これも変な話です。だけど、避難所におい

て、そういう自分の気持ちや状態をきちんと伝え

て、みんなに支えてもらいたい。だけど、迷惑か

けるという中で、避難所に行くことにすごく抵抗

感がある。戸惑っている人たちの援助というのは

どうするかという問題があります。これは、普段

から「この指とまれ方式」ではありませんけれど

も、この地域に何らかの援助を必要とする人たち

がいるということを、民生委員や行政の人たちは

きちんと手を挙げてもらって、行政から資料をも

らってやるのではなくて、申し出てもらって、そ

して、こういう情報はどの範囲に知らせていいか、

どの範囲に知らせてはいけないかということを確

認しながら災害援助の地図をつくっていくという

ことを丁寧にやらないといけないわけでございま

す。 

 それは、民生委員の人たちはプライバシー保護

の問題があるからと言うけれども、ちゃんと名乗

りを挙げてもらって、そのかわり、その情報はこ

の範囲の人だけはわかっていてください。それ以

外には広げないでくださいということをきちんと

確認し、それを守るということをやっていくしか

支援できないのではないでしょうか。これは手間

暇かかることだと私は思っているわけです。 

 そのときに、現に災害が起きたところの苦労し

た人たちの話を聞きながら、避難所と言っている

けれども、多くの場合にはいわゆる健常者の人た

ちの避難所を想定するかもしれないけれども、そ

の中には、その避難所の生活においても何らかの

配慮を必要とする人がいますということを考えな

いといけないということがあるわけですね。 

 あるいは、もう避難所の生活のときに既に身寄

りを失っている人たちがいらっしゃる。その悲し

み、そういうものに寄り添って支えてくれる人、

そういう仕組みはどうなっているのだろうか。 

 そういう話をすると、すぐカウンセリングと言

われますが、四川地震の場合もそうですけれども、

実はカウンセラーはみんな拒絶されたのです。ソ

ーシャルワークが喜ばれたわけです。自分たちの

生活の見通しをずっと一緒になって考えてくれる

ソーシャルワーカー。その人たちの役割をすごく

住民は高く評価しました。ついつい我々は心理的

な問題、トラウマというとすぐカウンセリングと

言われますが、それはそれで大事なのですけれど

も、もう少し長い波長を考えていくと、どうして

もカウンセリングだけでは対応できない。ソーシ

ャルワーク的なアプローチがかなり重要になって

くるというのがいろいろ見えてまいりました。 

 そういう意味で、そこに書いてある「災害時支

援におけるソーシャルワーク機能と障害を持った

方の地域自立生活支援」ということでございまし

て、災害時支援におけるソーシャルワーク機能、

マトリックスを各ステージごとに、避難所の生活
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ではどういう配慮が必要か、仮設住宅に移ったと

きにはどういう配慮が必要か、生活再建にかかっ

たときには、その時期においてはどういうことが

必要かということの全体のマトリックスを書いて

みる必要があります。 

 今日は持ってまいりませんでした。私どもは災

害とソーシャルワークということで、そういうマ

トリックスを確かにつくっています。 

 そういう、このステージではこういう援助が必

要だ、こういう生活上の配慮が必要ではないかと

いうものを、皆さんは地域ごとにつくってもらう

必要があるのではないかということのわけですね。

そういうステージごとの中に、救援の仕方あるい

は復旧期のとき、あるいは復興期のときというふ

うに違うということでございます。 

 こういうふうに災害の問題というのは、今はな

くても災害が起きたことによって生活の不安定さ

が露見する、そういう事態というのはたくさんあ

るわけでございます。 

 かつて、今から２０年前に東京の目黒区で地域

福祉計画をつくっているときに、行政の方は「行

政が頑張っていますから災害でも大丈夫です」と

言ったら、地域の住民の方が「何言っているんだ。

区役所の職員の中で目黒区に住んでいるのは何％

ですか」ということを話しました。しかも「災害

は、いつも月曜から金曜の朝９時から５時の間に

起きるのですか」という質問をしました、という

話をしました。大丈夫でしょうか、確かに災害は

９時から５時の間に起きてくれるとは限らないし、

土曜、日曜も起きるかもしれない。 

 そういうときに、「行政が」と言ったって、行

政が重要な役割を果たすというのは事実ですけれ

ども、すごく限界があるわけでしょう。結果的に、

地域のそこに住んでいる人たちが考えなくてはい

けないわけです。地域に住んでいる人というのは、

昼間は働きに行っているかもしれないではないで

すか。昼間いる人というのは何ですか。その人た

ちがどういうことを考えるのかということを想定

しなくてはいけないし、いろんな人手がいっぱい

ある時間帯の災害と全然対応が違います。 

 働き手がみんな働きにいったときに一番大きな

役割を果たしそうなのは、中学校や高校の生徒さ

んです。高校の生徒はあちこちから通学区が広く

来るけれど、中学校の生徒は地元ですよね。では、

中学校の生徒たちを含めて校長以下、そういう話

をしたことがあるのだろうかということも含めて、

本当に多様な災害時を考えないと、これはうまく

いかないわけでございます。 

 アジアの諸国は、今、日本に対する期待を非常

に持っているのは、立て続けにインドネシアも含

めて災害が起きています。 近は中央アジアも災

害がすごく起きている、地震が多いのです。ウズ

ベキスタンとか。アジアの国々が日本に期待する

大きな一つは災害とソーシャルワーク。これは全

く緒についたばかりです。私どもも日赤から助成

金をいただいたりして研究しておりますが、日赤

自体が、救命のときは日赤の医師とか看護師がや

れるけれども、この人たちがやれるときというの

は何時間もない。大体７８時間ぐらいで役割は終

わってしまうかもしれないということなのです。

その後というのは、だれか。生活全体を見ている、

地域のことがわかっているソーシャルワーカーに

頼むしかないのではないかというのが日赤の関係

者の考え方で、私どもは助成をいただいて調査研

究をしてまいりました。 

 そういう意味で、災害というのは本当にすべて

の住民が巻き込まれて、そして災害がなければ生

活はそれなりにできたかもしれないけれども、災

害が起きたことによって生活の不安定さが露見し

てしまうことがたくさんあるわけでございます。 

 結果的に生活を再建できないという問題がある

わけでして、そんなことを含めて、この災害とソ

ーシャルワークというのを本格的にやるとすれば、

もう少し別の角度からこういうシンポジウムをや

っていただければと思います。 

 京都大学の巨大災害研究センターの林春男先生

とかいろんな人たち含めて我々は共同研究してお

りますから、そういう人たちを含めて、本当に災

害時における高齢者、障害者支援のあり方を本格

的にやるならやるで、また考えていただければと

いうふうに思っている次第でございます。 

 そんなことで、今日は、とりあえず地域自立生

活支援ということを考えていくと、行政だとか、

あるいは施設の職員だとかでは対応できない。ま

さに地域住民全体が新たな支え合いをつくらなく

てはいけないのではないか。その新たな支え合い

をつくるためには、我々が歴史的につくり上げら

れ、すり込まれてしまった福祉のとらえ方、考え

方というものを、もう一度根本的に見直さないと、

ややもすると排除の論理が働くか、「かわいそう

だからしてあげる」というレベルにとどまってし

まうのではないだろうか。それは本当に地域でと

もに生きていくということにならないのではない

かということをきょうは伝えたくて出てまいった
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次第でございます。 

 ちょうど時間が来てしまいました。十分な話に

なりませんでしたけれども、私の話は終わりにい

たします。 

 質問がありましたら、どうぞしていただければ

と思います。大変どうもありがとうございました。 

（拍手） 

（司会） 大橋先生、ありがとうございました。 

 もうしばらく演壇でお願いいたします。 

 我が国における社会福祉の展開を多様な側面か

ら復習させていただきました。 

 また、本日、私どもが皆様方にお伝えしたい障

害者の地域生活における安心・安全についても、

コミュニティのあり方やソーシャルワークという

切り口からもお伝えいただけたと思います。 

 特に生活や支援のステージごとの入り込み方、

それと住民の方と手を携えて地域を育てていくと

いう、私ども行政サイドにも先生から多くの叱咤

激励をいただけたのかなと考えております。 

 それでは、私の方から先生に。秋田や遠野での

高齢者のお話のところが出ていたのですけれども、

先生が秋田の方で実践的に取り組んで、自殺の問

題や、家族の中のありようの課題があったと思い

ます。それぞれの地域で、行政の中で、これらの

課題について、どのような話し合いとか取り組み

があったのかを、もう少し具体的にお話しいただ

けるとありがたいのですけれども。 

（大橋） 今、日本の社会福祉のメインストリー

ムは地域福祉という考え方なのです。地域福祉と

いう考え方は地域での自立生活を支援するという

考え方になります。地域の自立生活を支援すると

いうのは、先ほど言いましたけれども、障害者・

高齢者・児童という属性分野ごとの縦割り的な福

祉行政ではだめなのです。地域福祉というのは社

会福祉の新しい考え方であり、属性分野的な縦割

り行政を横断的に再編成するシステムであり、新

しいサービスシステム、行政再編成を伴うもので

なければならないと思っているわけです。 

 そういう意味では、今日の主催が心障センター

だからやむを得ないのですが、いつまでも障害と

か高齢という縦割りの時代ではないかというふう

に思っているわけです。 

 早くは、１９９０年ごろに東京の狛江市で、福

祉事務所を在宅福祉課と福祉相談課に変えてもら

いました。多分、日本で一番早かった福祉事務所

の再編成かと思いますが、障害福祉課と高齢福祉

課とか、そういうのやめましょうということでご

ざいます。 

 今でも法律体系があるからやむを得ないのです

が、そういう障害・高齢という家族をバラバラに

してしまうとか、一人の人間も６５歳までは障害

者扱いで、６５歳過ぎたら高齢者扱いと、こんな

の変な話でしょうということだってあるわけでし

て、そもそも障害を持っている人はどうしていま

すかという発想自体が、申しわけないのですが、

少し変えていただく時期に来ているのではないだ

ろうか。 

 そういう意味では、身体的な障害を有している

人も、いわゆる高齢者も子どもも地域でどう住め

るかというシステムをやっていく仕組みはどうな

のか。これは結論から言いますとコミュニティソ

ーシャルワークという考え方がありまして、今多

くのところでやっていますが、秋田県も取り入れ

ていますし、北九州、大阪府、大阪市もそうです

し、いろんなところでコミュニティソーシャルワ

ークというのを取り入れているわけですね。それ

は地域を基盤にして障害、子ども、高齢なんてい

う属性分野ではなくて、すべての人が地域で過ご

していかれるような援助を担当する職員、システ

ムとしてコミュニティソーシャルワークという考

え方が入ってきているということでございます。

秋田はそれを推進しようとしているわけです。 

 では、そのコミュニティソーシャルワークは何

かと言いますと、わかりやすく言えば二つありま

して、一つは制度的な行政のサービスを有効に活

用しながら、一方で近隣住民のさまざまなボラン

ティア活動や支援活動うまく結びつけてくれる。

フォーマルなサービスとインフォーマルなサービ

スを有機的に結びつけて対人援助してくれる、こ

れが一つです。個別ごとにネットワーク範囲を持

って、行政というのはどうしても「何々市何とか

委員会」をつくってしまうわけですが、それでは

事柄が解決できないので、何々市にＡさんについ

ては、例えばその人の地域自立生活支援するため

には保健師さんと駐在のお巡りさんと老人クラブ

の会長さんと町内会の会長と何とかがグループを

持って支援に当たりましょう。ＢさんはＪＲの駅

長さんと、それから福祉事務所のソーシャルワー

カーと社会福祉協議会の訪問介護員と何とかがチ

ーム組んでやりましょうと。一人一人支援する人

たちが抱えている問題に応じてネットワーク会議

の構成メンバーが違うわけです。その構成メンバ

ーの方々と協働して、フォーマルなサービスとイ

ンフォーマルなサービスを結びつけて提供してあ
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げるというコミュニティソーシャルワークという

機能が一つあるということです。これを丁寧にや

ってくれているわけでございます。 

 これを典型的にやっているのは長野県の茅野市

とかがそうです。人口５万７，０００のところを

四つの保健福祉サービスセンターに分けて、そこ

でそういうことを総合的にやっている。介護保険

の地域包括支援センターのモデルになったところ

でございます。 

 こういうやり方をすると医療費も上がらないの

です。長野県茅野市はこの１０年間、老人医療費

は上がっていません。同じような取り組みをして

いる香川県の琴平町も上がっていません。つまり、

無駄がないわけですし、住民の方にしてみれば、

心配しなくても、その人につながってくれればす

ごく安心がありますから、あれこれ、あれこれつ

まらんむだなことを使わないということがある。 

 そういうことも含めてフォーマルとインフォー

マルをどういうふうに結びつけていくか。これは

コミュニティソーシャルワークの非常に重要なポ

イントになってまいります。 

 それからもう一つ。コミュニティソーシャルワ

ークというのはソーシャルワークの一つですから、

アウトリーチをし、そしてサービスを開発すると

いうことでございます。つまり、既存の行政が持

っている制度だけでは問題解決につながらないの

です。 

 では、問題解決につながらないとすれば、「制

度がありませんから、すみません」と謝ってしま

うのか、「制度はないけれど地域の住民と一緒に

新しいサービスを開発しましょう」というふうに

考えてくれるのか。この新しいサービスを開発す

るという機能も実はコミュニティソーシャルワー

クに非常に重要なわけです。 

 日本人の感覚は、行政から補助金が出ないと仕

事をしないという発想があるのですけれど、これ

はソーシャルワークにとってあるまじきことで、

ソーシャルワーカーというのは金がなかったら集

めてくればいいのです。集める作業をするわけで

す。だから共同募金の使い勝手だとか、あるいは

その地域から都会に出ていった人に手紙を書いて

お金を寄附してもらうとか、いろんなやり方をし

ているところがあるわけですが、何しろ新しいサ

ービスを開発をしていくわけでございます。 

 だから、行政の枠の中に当てはめるのではなく

て、その人に即して、その人の問題を解決するた

めにはサービスを開発する、時には問題を発見に

アウトリーチしていくという機能をすごく大事に

しているということではないでしょうか。 

 これは、どう見ても行政の再編成を伴わないと

いけないわけですね。 

（司会） ご提言も含めて、ありがとうございま

す。 

 それでは、皆様よろしいでしょうか。 

 大橋先生に再度の大きな拍手をお願いいたしま

す。 

 大橋先生、どうもありがとうございました。 

（拍手） 

 


